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第1章. 序論
1.1研究の背景
1.2研究の目的

1.3 研究に関わる各種定義
1.4各章の構成と研究方法

1.5既往研究の整理と研究の位置づけ
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1.1研究の背景 

1.1.1景観計画と景観問題 

 景観計画は，景観法に基づき景観行政団体に指定された自治体の策定する，景観の規制・
誘導に関する計画であり，それまでの個々の自治体においてなされていた自主的な景観行政
を前進させるものとして期待された． 

しかし，景観法が制定されて 15年以上が経過し，全国で 500以上の自治体で景観計画が策
定された 1現在も，景観を争点とした建築紛争などは後を絶たない 2うえ，歴史的建築や自
然資源を有さない一般的な市街地においては，良好な景観が誘導できているとは言い難い．
その原因は開発者が周辺地域の地域性をふまえておらず，またそのような周辺地域の景観へ
の配慮意識を計画の中で誘導できていないことにある．景観計画の中で地域らしさを共有す
る景観のまとまりの単位としての「領域」をふまえて，規制・誘導する必要があると考えら
れる． 

 

 

 
（文京区小石川２丁目）近隣住民からの反対にあい， 

完成直前に建築確認が取り消しとなったマンション 

1.1.2景観計画とその構成 

 景観計画に定める事項は下図の通りである．まずその実効範囲である景観計画区域を定め
たうえで景観計画区域はさらに自治体内で区分され，それぞれに対して「行為の制限に関す
る事項（景観形成基準）」や「景観の形成に関する方針」が定められることが一般的であ
る． 

区域の区分の種類や設定方法は法定されておらず，自治体ごとに多様な種類や設定の考え
方を見ることができる．  

図 1-1 景観紛争の現場 
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図 1-2 「景観計画に定める事項」（国土交通省（2018）3より引用） 

1.1.3景観法とその理念 

景観法の理念は第二条に定められている． 

 

第二条 良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の
創造に不可欠なものであることにかんがみ、国民共通の資産として、現在及び将来の
国民がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない。 

２ 良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和に
より形成されるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地
利用がなされること等を通じて、その整備及び保全が図られなければならない。 

３ 良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ、
地域住民の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その
多様な形成が図られなければならない。 

４ 良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものである
ことにかんがみ、地域の活性化に資するよう、地方公共団体、事業者及び住民によ
り、その形成に向けて一体的な取組がなされなければならない。 

５ 良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、新たに良
好な景観を創出することを含むものであることを旨として、行われなければならな
い。 

（出典：e-Gov 電子政府の総合窓口「景観法」4） 
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 船引（2014）5等を参考にすれば，景観法の理念は三点に要約することができる．一つ目
は景観行政に対する法的根拠をあたえたことである．景観法制定以前は，各自治体が自主的
な条例に基づき進めていた景観行政に法的な根拠を与え，公共の利益の観点から景観を理由
として個人の財産に対して一定の制約を与えることを可能とした．次に，地域性と主体性の
尊重である．建築基準法などが全国一律の最低基準を定める規則であるのに対し，景観法に
おいて「良好な景観」は各自治体が地域の特性（地域性）に応じて定めるべきものとして定
義されている．また各自治体で定めた「良好な景観」に対して「多様な形成が図られなけれ
ばならない」とされている．景観法では様々な景観施策のメニューが用意されているため，
それらを取捨選択し組み合わせることによって，各自治体独自の景観行政の推進を可能とし
ている（主体性）．三つ目として，新たな景観の創出を施策の対象としたことである．それ
までの古都保存法や文化財保護法，自然公園法や都市緑地保全法といった，景観に関係する
法制度が，歴史的建築や自然風景などなど分かりやすい良好な景観資源の保存や保全を主眼
としていたのに対し，景観を創造していくという視点が盛り込まれたのである． 

1.1.4歴史的経緯と類似制度との比較からみる景観計画の特徴 

 都市景観施策の歴史的経緯と類似制度の比較を通じて，景観計画の意義を考える 6． 

都市景観形成制度の歴史は 1888年の東京市区改正条例にはじまり，1911年には広告物取
締法が制定される．その後，現在に至るまで都市づくりの基本となる都市計画法と市街地建
築物法が 1919年に制定され，その中でそれぞれ風致地区と，美観地区の二つの景観関連制
度が導入された．風致地区は都市計画区域内の良好な自然を保全することを目的とするのに
対し，美観地区は建築行為によって都市の景観を形成していくことを目的とする．東京では
明治神宮付近が風致地区として，丸の内周辺が美観地区としてそれぞれ日本で最初に設定さ
れた．風致地区はその後策定実績が蓄積されたのに対し，美観地区は全国でも６自治体にし
か適用されず，その制度は景観法下の景観地区に引き継がれた． 

 高度経済成長のなかで土地の有効活用への要望が高まり，1963年に都市計画法絶対高さ制
限が撤廃され，容積率制度へ移行した．それに伴い建築物の高層化が進んだことから，1965

年には丸の内美観論争が起きるなど景観・美観への意識が高まった．80年代には，地区計画
制度(1980)，都市景観形成モデル事業(1983)，シンボルロード整備事業(1984)，アメニティタ
ウン計画事業(1984)といった制度が導入されたが，いずれも特定の地区内の開発整備事業の
なかで都市景観を誘導する制度であった．一方で，自治体が都市景観の分野において自主的
な計画やガイドラインによって規制・誘導する例は，1972年の神戸市都市景観形成基本計画
に始まるとされる．東京都特別区の多くは，1980年末から 1990年代にかけて，条例に基づ
き区全域を対象とした景観計画やガイドラインを策定していた．これらの中には各区の歴史
や地形をふまえた景観の特性に応じて区域を設定し，景観形成の方針を定めたものがあった
（第３章）が，これらに法的な根拠は無かった． 2004年に制定された景観法は，こうした
条例に基づいてなされていた景観形成に対し，法的根拠を与える形で制定された． 
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景観の規制・誘導に関する類似制度としては，景観地区，景観協定，風致地区，地区計
画，緑地協定，建築協定がある．それらの制度について根拠法・制度の目的・定められる空
間範囲・策定主体・規定項目について整理した（表 1-1）景観計画は定められる範囲と規定
項目の自由度の高さが特徴的であるといえる． 

 
星ら（2014） 7を参考に筆者加筆．景観計画の項目については実際に景観計画をレビューする中で見られたものであり，
景観法の規定で定められる以外も自主条例を合わせて用いることで規定している． 

 

 以上，歴史的な経緯と周辺施策との比較を通じて，景観法に基づく景観計画の特徴は都市
計画制度や土地利用にとらわれず自由な規模区域の設定が可能であること，定められる項目
の分野が包括的であることの二点が特徴的な景観施策であるといえる． 

1.1.5景観計画の意義と問題意識 

景観法の理念と景観計画の持つ制度的な特徴をふまえると，景観計画の意義は，自然や歴
史などの景観に影響を及ぼす地域性を分析することで抽出できる景観のまとまりとしての
「領域」をふまえた「区域区分」を行うことであると考えられる． 

しかし，「地域性」という言葉はあいまいで，分かりやすい景観資源に依拠した矮小化さ
れた解釈や，あるいはどんなものでも「地域性」を表すとするような拡大解釈が可能であ
る．そのため，その地域の景観特性に影響を及ぼす歴史や自然分野を客観的に分析し「地域
性」とそれに基づく「領域」を抽出する手法を構築する必要があり，そのうえで，現在策定
されている景観計画における「区域区分」が「領域」を捉えられているのか検証する必要が
ある． 

1.1.6部分発想の都市 東京 

 江戸・東京は地形に対応しながら市街地が徐々に拡大していったという都市形成の歴史を
持つ．そのため，東京は「部分発想の都市」（芦原義信）8，「細粒都市」（槇文彦）9と，
各特別区の中に，あるいはそれらをまたぐようにして形成された「領域」がパッチワーク的
に集合した都市 10と論じられてきた． 

表 1-1 類似制度との比較 
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しかし，「領域」の空間的な範囲を具体的に抽出する手法・フローを示したものはない．
また，経済効率を追求する都市開発によりどこでも同じような開発が進む中で，「領域」は
認識されにくくなっていると考えられるため，東京都区部においては特に「領域」を意識し
た「区域区分」が必要になると考えられる． 

1.2研究の目的 

 以上の背景をふまえて，東京都区部の景観計画を対象として「領域」という観点から再考
することを目標とし，以下の四つの目的を具体的に設定する． 

 

➀東京都の各区における，現行の景観計画における多様な「区域区分」手法の整理と，運用
の実態を明らかにする 

 

②各区が景観法・景観計画という制度をどのように活用したのかを自主条例における「区域
区分」と現行計画の「区域区分」の比較を通じて整理する 

 

③客観性をもった「領域」の抽出手法を構築し，実際に「領域」を抽出する 

 

④抽出した「領域」と現行の景観計画における「区域区分」との比較をしながら，現在発生
している景観問題を整理し，景観計画の課題を整理する 

 

最後に，➀から④をふまえて景観計画を再考する． 
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1.3 研究に関わる各種定義 

1.3.1「区域区分」 

既に述べた通り，各区は景観計画区域をより細かい範囲で分割している場合が多い．その
細かい範囲の呼称は以下の通り各区の景観計画によってさまざまであるが，本研究において
は「区域区分」と呼ぶこととする． 

表 1-2 各区の「区域区分」 

 

1.3.2「領域」 

 本研究における「領域」は歴史・文化，自然，経済活動によって醸成される景観のまとま
りと定義する． 

単に良好な景観を保全するだけでなく，景観の創造も視野に入れている景観法の理念に立
ち返れば（景観法第二条第５項），「領域」は「伝統的な建築様式・意匠を持つ建築物が面
的に残っている範囲」など分かりやすい景観要素が面的に広がっているような特徴的な景観
を持つ範囲だけではなく，一見して特徴的な景観要素を持たない市街地も歴史や自然地形の
分析を通じて捉えられるまとまりとする． 

1.4各章の構成と研究方法 

 第１章では景観計画の意義の確認を中心として，研究の背景と研究の目的を設定し，用語
の整理と既往研究の整理を行い，本研究を位置づける． 

 第２章では，上位計画である東京都景観計画の内容と各区景観計画との関係を整理する．
次に景観計画区域の区分方法に着目して類型化する．さらに，得られた類型のうち，景観特
性に応じた景観の策定を行っていると考えられるものを抽出し，それらの詳細な特徴と，策
定経緯の議論過程・運用の実態を整理する． 

 第３章ではまず景観法以前に定められた景観関連の計画・ガイドラインにおける「区域区
分」手法を整理する．さらに各区が景観法にもとづいた景観計画へ移行する際の「区域区
分」の変化から，景観法が各区の景観行政与えた影響について整理する． 
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 第４章では，「領域」概念の整理を行い，既往研究等をもとに東京における「領域」を抽
出する方法を構築し，対象地において「領域」を抽出し，類型化を行う． 

第５章では，第四章で抽出した「領域」と現行の景観計画の「区域区分」の「差異」を整
理する．そのうえで過去の景観問題を「領域」との関係から記述し，「差異」の部分で過去
の景観問題に対応できていない例を示す．さらに，「差異」の部分の潜在的な景観問題の指
摘することを通じて，対象地内の景観計画の課題を指摘する  

第６章では，各章で得られた成果を述べるとともに，総括として東京都区部景観計画を再
考する． 

  

図 1-3 研究の構成 
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1.5既往研究の整理と研究の位置づけ 

1.5.1既往研究の整理  

本研究に関係する既往の研究は，景観計画に関する研究と，東京の地域景観に関する研究に
大別することができる． 

 

1）景観計画に関する既往研究  

 景観計画に関しては，計画の内容の側面，策定過程・運用方法の側面からそれぞれ研究が
なされている． 

 計画の内容に関する研究として，室田 11は神奈川県の景観形成方針と景観形成基準で定め
られた項目に基づいて整理しているほか，佐藤ら 12は届出制度に着目して全国の景観計画を 
整理し，運用実態について調査している．また，小浦 13は景観計画の区域・方針・景観形成
基準の項目から分類し，運用実態について調査している． 

 策定過程・運用方法に関する研究としては，加瀬ら 14は先進事例である近江八幡市の「水
郷風景計画」の景観計画策定プロセスの整理を行った．王ら 15は景観計画の策定過程に住民
が参加することがどのように計画内容に影響を与えるかについて分析した．關ら 16，堀ら 17

はそれぞれポートランド市，シアトル市のデザインレビュー制度について基準の内容やと運
用方策の調査分析を通じて紹介を行い，景観計画運用の手法に対して示唆を得ようとした．
さらに小浦 18，木野ら 19は景観計画を用いた開発管理や土地利用のコントロールを図る事例
分析を通じて，景観を誘導するだけでない活用方法を探ろうとした． 

  

2）東京の景観特性とその変遷に関する既往研究 

 東京の景観特性とその変遷に関しては，スペースシンタクス理論の観点などから定量的に
景観特性の記述したものや史的な立場から景観特性を分析したものがある． 

 定量的な景観特性分析として，高野ら 2021はスペースシンタクス理論に基づいた街路パタ
ーンの位相幾何学的な指標と街区の形態的特徴の相関から，景観特性の把握を試みた．ま
た，狩野 22はメッシュ単位で，28種類の土地利用属性を二値化した情報を重ね合わせること
で，情報量を算出し地域の特色の記述を行った． 

 史的な観点から東京の特性をさぐった研究としては，「江戸東京学」が代表的なものとし
てあげられる．1980年代後半小木新造が江戸東京研究を提唱して以降，川添 23，槇，陣内 24

などを中心に「都市史・民俗学・考古学・地理学の分野を横断しながら」25，江戸時代に市
街化していた範囲を主たる対象に地形や都市基盤などを江戸時代からの連続性から東京の理
解を図った．その他，古地図等をもとに中央区や台東区を対象に，江戸時代以来の街路の形
成史を追い，地区の特性を記述した松倉 26・北岡 27や震災復興区画整理事業の基準の違いが
東京の景観特性に与えた影響を分析した中島ら 28などをあげることができる． 

 定量分析，史的分析両方の観点を持つ研究として西松ら 29は東京の街路構造の変遷につい
て，古地図などを現在の地図に落とし，スペースシンタクスによって各時代の街路構造の特
徴を記述している．また，後藤 30は旧 15区の範囲や切絵図の範囲をふまえながら，住民や
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来訪者の地域認識のアンケートを定量的に分析した結果を踏まえて，同じような景観認識が
されている地域のまとまりを「景観単位」として提案を行っている． 

1.5.2研究の位置づけと研究の意義 

景観計画や景観計画の抱える課題について論じた研究については，景観形成基準や届け出
制度に着目したものが多く，「区域区分」について地域の景観と結び付けて詳細に分析した
ものはない． 一方で，東京の地域の景観特性や景観問題を把握する研究も数多くなされて
きたものの，それと実際の景観計画との関係を分析したものは見当たらない． 

本研究はこれまで別個になされてきた景観計画の制度研究と，東京の地域景観研究を結び
つけるものとして位置づけられ，景観形成上の今日的な課題をふまえて「領域」という観点
から景観計画という制度を再考するという本研究には意義があると考えられる．  
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本章は現行の景観計画における多様な「区域区分」手法の整理と，運用の実態を明らかに
することを目的とする． 

各区の景観計画の上位計画にあたる東京都景観計画の概要(2.1)をおさえ，東京都区部で設
定されている各「区域区分」について特性・方法の二つの観点から整理する．そのうえで各
区の景観計画を「区域区分」の観点から類型化(2.2)を行う．2.2で得られた類型のうち，景
観の特性をふまえて区域を設定している景観要素型と景観ゾーン型の景観計画について，そ
の区分手法の詳細を策定時の議事録等の文献調査から明らかにし，運用の実態を文京区と台
東区の担当者に対するヒアリングを通じて把握する（2.4,2.5）． 

 

2.1東京都景観計画の概要と各区景観計画との関係 

 

 

各区の景観計画の上位計画にあたる東京都景観計画 31は 2007年に策定された．東京都景
観計画においては，区部・多摩部・島しょ部を含む都全域が景観計画区域に指定されてお
り，その範囲内の区分として景観基本軸と景観形成特別地区を指定している． 

 景観法以前に策定されていた 1994年の「東京都都市景観マスタープラン」においては，
東京の「景観構造の骨格」となり，「都市構造を認識しやすくなる」ように，線状の地域を
景観基本軸と位置付けていた．景観計画においてはこれをふまえて「２以上の市区町村にま
たがり，東京の景観形成において重要と考えられる」地域を景観基本軸として指定されてい
る．区部においては運河・河川・臨海部などの水辺空間，崖線などの７箇所が指定されてい
る． 

 軸状の空間である景観基本軸に対し，「点的な景観要素をもつ地域，他とは正確の異なる
景観や観光資源を持つ一定の広がりのある地域」の景観形成を図るため，景観形成特別地区

図 2-1 「景観基本軸」と「景観形成特別地区」 

（出典：「東京都景観計画」（2007）） 
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が指定されている．区部においては江戸時代の大名屋敷庭園や文化財庭園，東京湾岸の水辺
など 11箇所が指定されている． 

 景観計画が策定されている区においては，都と区の二重行政を避けるため，関係する区の
間で調整が行われたうえで，景観基本軸と景観形成特別地区は各区の景観計画に組み込まれ
る．例えば，東京都景観計画に定められた「国分寺崖線景観基本軸」は立川市から大田区に
至る６区市の景観計画に組み込まれている．東京は市街地が区境を越えて連坦していること
から，東京都の景観計画は区市町村それぞれで策定される景観計画間の整合を図り，複数の
区にまたがる範囲の計画を明示する役割を持っている 32． 

2.2各「区域区分」の特性と方法 

 東京都では 19の区が景観計画を策定しており，各区の策定している景観計画における
「区域区分」について，それぞれの「区域区分」の景観特性・区分する方法の種類の二つの
観点から整理する． 

2.2.1「区域区分」の景観特性による分類 

表 2-1 区域区分の特性 

 
 

 東京都区部で設定されている 229の「区域区分」の「区域区分」の名称や「区域区分」で
定められている景観特性を表の通り大カテゴリ・小カテゴリの二段階で分類した．大カテゴ
リとして土地利用に基づくもの，自然地形に基づくもの，歴史的な性質に基づくもの，公共
施設の周囲，農地の周囲の四種類を設定し，その下に 24の小カテゴリを設定した．以下，
大カテゴリごとに「区域区分」の性質について概観する． 

土地利用に基づくものは「低層住宅」「住宅」「商業」「工業」「複合市街地」の５つの
小カテゴリに分けることができた．これらの多くは用途地域を組み合わせることによって，
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範囲が設定されているが，例えば同じ「住宅」カテゴリであっても，どの用途地域をくみあ
わせるかという設定方法は区に応じて異なる．（資料 1）
 歴史文化に基づくものは「歴史的庭園周辺」，「歴史的建築周辺」，「歴史的街路」，
「歴史的ゾーン」，「郊外住宅地」，「現代文化」の６つの小カテゴリに分けることができ
た．「歴史的庭園周辺」は東京都景観計画によって指定されている日本庭園，「歴史的建築
周辺」は文化財指定されている建造物や東京都選定歴史的建造物などの周囲に設定されてい
る．「郊外住宅地」は昭和初期に開発された住宅地などが指定されている．「現代文化」カ
テゴリに属するものとしては繁華街の再生を目指して新宿区エンターテイメントシティ歌舞
伎町地区が唯一指定されている．
自然地形に基づくものは六つの小カテゴリに分けることができたが，もっとも多い「河

川」は東京都景観計画に指定されている隅田川，神田川・玉川上水，多摩川を中心に各区を
流れる河川の両岸から一定距離の範囲内にある敷地が指定されるという形式をとっている．
公共施設に基づくものは六つの小カテゴリに分けることができた．駅周辺の地区を指定す

るものが最も多く，品川駅・高輪ゲートウェイ駅など，再開発にあわせて公共空間整備を図
るものが多く見られた．

2.2.2「区域区分」の方法の分類

 「区域区分」の方法は大別して，重点的に景観形成を図る地域に設定される「重点区域」
とそれ以外の区内の一般的な範囲に対して設定される「一般区域」に分けることができる．
「一般区域」はさらに以下の四タイプに分けることができる．

表 2-2 「区域区分」の方法の種類

2.3 「区域区分」の方法による類型

 「区域区分」の方法から各区の景観計画を類型化する a．以下の五類型に分けることが可
能である．

a なお，景観の分析や景観形成の方針が景観形成基準の「区域区分」と異なる空間範囲で記
述されていることもあるが，届け出に対する規制誘導を行う範囲を定める景観形成基準の
「区域区分」が景観形成においてもっとも重要であると考えられるため，類型化においては
景観形成基準の「区域区分」を採用した．
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➀用途地域補強型：用途地域別基準と重点区域基準 

（品川区・渋谷区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区）33 

これらの区は用途地域別の基準を定めたうえで，重点区域を上乗せする形で基準を定めてお
り，景観形成基準を用途地域に形態規制の機能を付加するために用いていると考えられる． 

 

②用途地域・要素併用型 

（目黒区・大田区・世田谷区） 

➀に加えて，景観要素別区域も定めている区である．区内で共通する景観要素に対して基準
を設定している． 

 

③景観要素型 

（文京区・港区・江戸川区） 

一般基準の中で用途地域別の基準を設定しておらず，景観要素別区域を設定している区であ
る．これらの区では，まず区内全域に対して共通の基準を定める．そのうえで，景観要素別
の基準を上乗せし，さらに重点区域を設定するという形を取っている． 

 

④景観ゾーン型 

（新宿区 b・台東区・墨田区・江東区） 

景観の特性に応じた面的な広がりによって区内を分割している区である．歴史的な経緯や地
形などの特徴に応じて区を分割し基準を設定している．これらの区はまず景観ゾーン別の基
準を定めたうえで，特定の区域の基準を上乗せしているという形を取っている． 

 

⑤重点区域型（板橋区・北区） 

 区内全域の基準を定めたうえで，重点区域を上乗せしている．区内の特徴的な地域に対し
ての景観誘導を図ることを景観計画の主眼としていると考えられる． 

 
b 新宿区では景観計画においては一般基準と特定区域基準のみをさだめ，景観形成ガイドラ
インにおいて区内全域を分割するという形式をとっているが，景観ゾーン型に含めた． 

図 2-2 景観計画「区域区分」による類型 
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各類型の概要と策定目的を以下に整理する． 

 

表 2-3 各類型の概要と目的 

 
 

得られた類型のうち，用途地域を用いずに，地域の景観の特性を「区域区分」に反映し，区
内全域で景観誘導を図ることを景観計画の目的としていると考えられる景観要素型と景観ゾ
ーン型の景観計画の詳細と背景について以下では分析する．具体的には各区の「区域区分」
の内容と設定方法の詳細を整理し，策定時の議論の過程を当時の議事録等の文献調査とヒア
リング調査から，また運用の実態については景観要素型からは文京区，景観ゾーン型からは
台東区に対してヒアリング調査を行った． 
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2.4景観要素型景観計画の詳細・策定背景・運用実態 

2.4.1 各区の「区域区分」の議論と概要 

文京区・港区・江戸川区の景観計画について，その議論の過程を➀基本方針の決定②具体
的な範囲の決定の二段階に分けて整理する． 

 

2.4.1.1 文京区景観計画 34 

 
➀基本方針の決定  

文京区は戦災や震災の影響も少なく，地形や歴史も豊かであるため景観資源を中心に，文京
区全体で「文京区らしい」景観形成を図っていく形式をとることが決定された．重点的に景
観形成を図っていく地域については「住民主体」での景観形成を行う場所を選定することが
決定された． 

 

②具体的な範囲の決定 

文京区らしい景観特性の項目は，景観基本計画の記述など既往文献の整理，住民等の意見交
換会をふまえて①起伏に富んだ地形②地域の景観の基礎となる歴史・文化的遺産③個性ある
町のまとまり④都市の骨格をなす幹線道路と神田川⑤多くの人々で賑わう拠点⑥大規模な緑
のまとまり・憩いの空間となる公園⑦人の活動の７つに整理された．それぞれに対応する様
に➀坂道②歴史・文化的建築③個性あるまちのまとまり（下町・寺町・低層住宅地）④骨格
（幹線道路）⑤拠点（駅）⑥みどりのまとまり（都市公園・庭園）のという六種類の要素を
中心として範囲が決定された． 

 重点区域については，まず重点区域を住民と協働で区内の成功事例をつくることを目的と
して１つの地区を設定することが決められた．第一の条件として住民の熱意があることとさ
れ 35，次に「他のまちづくり計画などの計画的な位置づけがあること」あるいは，「特徴的
な景観特性を持つこと」，「地域のうちこれまでにまちづくりの活動などが行われているこ

図 2-3 文京区景観形成基準 

 出典：「文京区景観計画」（2013） 
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と」などの条件から，12の候補を選出した．それらの中から，旧本郷区，旧小石川区，下町
の範囲から 1つずつ代表が選抜された．旧本郷区からは低層住居が高層に建て替わりつつあ
り景観の変化している場所である「団子坂」，旧小石川区からも同様に高層から低層までバ
ラエティに富んだ物が残る「伝通院と参道」，下町からは低層住宅地である「根津の下町情
緒が色濃く残る住宅地」である 36．最終的には住民のまちづくり活動が特に活発なことや防
災などとからめながら議論することができることから根津に決定され，地区計画が指定され
ている範囲を指定された．37 

  

2.4.1.2港区景観計画 38 

➀基本的な方針の決定 

 地形が豊かで，歴史的資源が残りつつも都市開発が活発な港区は文京区と同様「港区らし
い」景観を捉え，構成景観要素ごと景観形成を図るという方針となった．重点的に景観形成
を図る区域に関しては来訪者人口が多く，骨格となる港区の顔を形成するような景観を保
全・開発することを目標とすることが決定された． 

 

②具体的な範囲の決定 

港区らしい景観特性として①自然地形の起伏が生み出す変化に富んだ街並み②都心における
貴重な水辺空間③江戸以来の歴史の蓄積が現れた景観④首都・東京を象徴する深くある風景

図 2-4 港区景観計画区域 

 出典：「港区景観計画」（2009） 
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⑤落ち着きのある住宅地の街並み⑥活発な都市活動が創出する新たな魅力ある街並みの六分
野があるとされ，➀坂道沿い②寺社が数多く立地する地域③交差点・駅周辺④商業地⑤閑静
な住宅地⑥斜面緑地⑦古川沿い，の七種類の要素が対応する様に指定された． 

 重点区域の「景観形成特別地区」については，もともと優れた景観特性やポテンシャルの
ある公共施設・道路などを中心として景観形成特別地区を指定した．地区の選定にあたって
は，国や都など管理者との協議の上で，住民によるまちづくり活動など景観まちづくりの機
運が高いところや，品川駅・高輪ゲートウェイ駅周辺等の都市開発との連動を図るところな
どといった候補地から，道路整備等の都市基盤整備の進捗度合をふまえてエリアが選定さ
れ，地区計画の範囲をふまえて計画の範囲が決定された． 

 

2.4.1.3江戸川区景観計画 39 

➀基本的な方針の決定  

江戸川区らしさとして「水と緑豊かな自然環境」と「共育・協働・安心のまち」という自然
環境の豊かさとコミュニティや地域活動の活発さがあるとして 40，それに対応する様に区の
顔となる要素である景観軸・景観拠点 41，住民主導で街づくりを進めていく小景観区，また
それらに対して行政上のまとまりを与える大景観区という三種類の「区域区分」が設定する
ことが決定された．42 43 

 

②具体的な範囲の設定 

大景観区は基本的には事務所単位で六つ設定され，景観軸や景観拠点は河川・親水公園や
緑道などの自然，幹線道路や駅・公園などの公共施設を中心として 55箇所が指定されてい

図 2-5 江戸川区景観計画区域  

出典「江戸川区景観計画」（2011） 
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る．小景観区はボランティア団体などを中心に登録を進め住民発意で景観協定や緑地協定と
いった法制度を活用しながら活動を進めていくとしており，景観法ではじめから範囲を規定
するものではない． 

 重点的な区域としては，東京都内で唯一景観地区を指定しており，全国初の景観地区の指
定となった一之江境側親水公園景観形成地区をはじめとして四か所が指定されている． 

2.4.2景観要素型景観計画における「区域区分」方法の整理 

 景観要素型の「区域区分」の方法は以下のフローで整理できる 

➀基本方針の決定 

その「区」らしい景観特性を分析し，要素に還元する 

②具体的な空間範囲の決定 

点的な要素の場合はそれを中心として定量的な距離を取る．複数敷地にまたがる面的に広が
っている場合は町丁目や他の計画における空間範囲をもとに指定 

 

2.4.3景観要素型景観計画の運用実態 

景観要素型の景観計画運用の実態について把握するために，景観の指導を行っている文京区
都市計画課住環境担当に対して運用実態に関するヒアリングを行った． 

区の職員によれば，要素ごとの区域は，それぞれの要素に対応して意匠的な指導を行うと
いうよりも，届け出や事前協議対象となる建設行為の範囲の起点として定めているという性
質が強く，「区のどの場所でも基本的に“常識的な範囲”で建ててくれれば問題がない」とい
う意識をもって指導している．実際，根津の重点区域では外壁色を黒系統の色に誘導するこ
となどはあるが，要素に応じて基準を指導内容はあまり変わらず，また場所の違いによって
指導の内容を変えることもない． 

職員は計画に則って指導するため，計画において景観を要素ごとに分解して記述している
ために地域ごとの特性を意識した指導内容が行われなくなっていると考えられる． 
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2.5景観ゾーン型景観計画の詳細・策定背景・運用実態 

2.5.1各区の「区域区分」の議論と概要 

新宿区・台東区・墨田区・江東区について，景観要素型の計画と同様に，各区の議論の過程
を➀基本方針の決定②具体的なゾーニングの考え方の決定の二段階のプロセスに分けて論じ
る． 

 

2.5.1.1新宿区景観計画・景観形成ガイドライン 44 

 

➀基本方針の決定 

 他の計画との整合性を図るために出張所単位での景観誘導を基本としつつ，人々の実感に
あった“景観のまとまり”を捉えるために，それらを分割した「エリア」を定める．そのうえ
でそれらを結ぶ軸やゾーンを設定することで広域的な景観形成を図ることを基本的な方針と
した．45重点的な区域に関しては住民の景観づくりの機運を捉えて設定していくという方針
となった．46 

 

②具体的なゾーニングの方法 

地形や街路網・土地の歴史などをふまえて出張所の地区を分割する様にして 10の出張所
の地区が 72のエリアに区分されそれぞれに対してガイドラインが提示されている．江戸時
代に市街地の範囲内であった場所については，大名屋敷の範囲，武家地の町割りが残存して
いるかどうかなど歴史的な要素を重視ながら，江戸時代に農村であった範囲については崖線
や緑地の分布など自然地形を重視しながら，線引きを行った 47．重点区域の設定方法につい
ては，地区計画と連動させて，6地区が指定されている． 

 

 

  

図 2-6 重点地区 エリア区分図 

出典：「新宿区景観計画」（2009）（左）「新宿区景観形成ガイドライン」(2009)（右） 
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2.5.1.2台東区景観計画 48 

 

 

 
 

➀基本方針の決定 

歴史的な市街地形成の過程が区内の景観特性に影響を与えているという考えから，市街地形
成の歴史をふまえてゾーニングを行い，そのうえで重点的な区域については観光や交流人口
が見込める区域について設定し地区という方針が決定された．49 

 

②具体的なゾーンの方法 

「地形の高低と震災・戦災区画整理事業の範囲内か否か」「江戸時代の都市形成の歴史的経
緯の過程」というふたつのゾーニング方法の掛け合わせによって台東区全域を分割し，四つ
のゾーンが設定されている． 

 一つ目が高台に存在し，震災・戦災復興区画整理事業の範囲外に位置する北西部地域であ
る．高台からの眺望や江戸時代以来の街路網や街並みが景観の特性として景観計画には記述
されている． 

二つ目は震災復興区画整理事業範囲内であり，江戸時代には農村地帯であった北部地域．現
在は比較的低層の建物が多い住宅地が形成されていることが記述されている． 

三つ目は、震災復興区画整理事業範囲内であり，江戸時代に都市外縁部に設置された寺社が
多く存在している中部地域．主要道路沿いに建つ中高層の建物とその周辺の低層の建物が混
在する景観が形成されていると記述されている． 

四つ目は、震災復興区画整理事業範囲内で江戸時代から武家地を中心に都市化されていた南
部地域．近年では業務化が進み、建物の高層化なども見られると記述されている． 

図 2-7 台東区景観計画区域 

出典：「台東区景観計画」（2011） 
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以上の四つの地域を「下町景観形成地域」と称して，基本的な景観形成の考え方を示す範
囲としつつ，景観基本軸・景観形成特別地区や住民主体の景観形成を図る景観育成地区が重
点的に景観形成を図る地域としてそれぞれ指定されている．重点区域の中には，さらに住民
や商会などが中心となって自主的に景観まちづくり協定などを利用して，景観計画よりもさ
らに踏み込んだ詳細な意匠的なガイドラインを定め，実行している場所がある． 

 

2.5.1.3墨田区景観基本計画・景観計画 50 

 

➀基本方針の決定 

策定当初，都市計画マスタープランに定められた六つの地域地区と同じゾーンを設定しよう
としていたが，地域特性をふまえたゾーンを設定するように方針転換がなされ，市街地形成
の過程から基本地域を設定しそのうえで既に景観形成に積極的に取り組んでいる区域中心に
“生活景や生活のにおいのする景観”を保全するという方針の下で軸や拠点を設定するという
方針が決定された．51 52 

 

②具体的なゾーニングの方法 

 江戸時代の市街地範囲内か否か，震災復興区画整理範囲内か否かによって北部地域と南部
地域に分割され，それらの景観特性の違いは以下のようにまとめられている． 

北部地域は、江戸時代には農村であり近代以降宅地化が進み，震災復興区画整理もされず
に，有機的な街路網の上に低層の住宅を中心とする市街地が形成された．通り毎あるいは街
区単位で路地空間等の下町に代表されるような、特徴のある街並みが形成されている．一方
で，南部地域は，江戸時代には市街化していたうえに，さらに震災・戦災復興区画整理によ

図 2-8 墨田区景観計画区域 

出典：「墨田区景観計画」（2007） 
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り、格子状の基盤整備がなされた市街地が形成されたことにより，住工併用の小規模な町工
場が混在した街並みが形成されている． 

 そのうえで，商店街などの歩行者空間をコミュニティ景観軸として，また下町ならではの
運河や河川を中心とした水辺景観の軸，東京スカイツリーの建設にあわせてその眺望の軸や
周辺の開発とあわせた地域，幹線道路の軸，都市再開発とあわせた駅を中心とする都市景観
拠点が設定されている． 

 

2.5.1.4江東区景観計画 53 

 

 
出典：「江東区景観計画」（2009） 

➀基本方針の決定 

以下の三つのタイプのゾーンを設定することが決定された．54 

１下町水網地域：区が指定する景観重点地区・都が指定する景観基本軸及び景観形成特別地
区以外の地域．江東区の特徴である内部河川や運河が縦横に走る地域で水辺景観の誘導及び
保全を図る． 

２景観重点地区：重点的に景観の誘導及び保全を図る地区．細かい来訪者を呼び観光振興に
寄与する効果をも期待している． 

３景観基本軸・景観形成特別地区：東京都景観計画に定められた景観基本軸・景観形成特別
地区のうち，江東区に存在する地域 

 

②具体的なゾーニングの方法 

図 2-9 江東区景観計画区域 図 2-10 区域の詳細 
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 景観重点地区についてはゾーニングのスケールに応じて「重点地区」・「区域」・「エリ
ア」という三種類が存在する．「重点地区」は江東区の都市マスタープランにおける地域地
区ごとに景観の誘導及び保全を図る範囲を指定したもので，特性の異なる「区域」から成り
立ち，「区域」をさらに細分化したものとして「エリア」を設定している． 

例えば，「亀戸景観重点地区」は都市マスタープランで指定された「亀戸地区」の中で景
観の誘導を図る地区として指定されており，①亀戸３丁目周辺区域②明治通り沿い区域③横
実験側沿い区域④北十間川沿い区域⑤旧中川沿い区域の五つの区域に分けられている．さら
に亀戸３丁目周辺区域は a亀戸天神社・普門院・光明寺周辺エリア，b亀戸香取神社香取大
門通り会周辺エリア，c亀戸天神通り商店街エリア，d路地空間エリアというように存在す
る景観資源や景観の特性によってエリアに細かく分かれており，人々の実感にあうように街
区単位での景観誘導を図っている（図 2-10）． 

 

2.5.2景観ゾーン型景観計画における「区域区分」方法の整理 

景観ゾーン型の「区域区分」の方法は以下のフローで整理できる 

➀基本方針の決定 

区を地形・市街化の過程に応じて分類し，分類した地域ごとに地域らしい景観を記述し，方
針・基準を設定 

②具体的なゾーンの決定 

幹線道路・河川/町丁目界/都市計画等との整合を図り，境界線を決定 

 

ただし➀の段階で分類する際に，新宿区は区全域を対象として，住民の実感にあうような
街区スケールでのゾーニングを行っているのに対し，墨田区や台東区は区全域を対象とし
て，計画者の立場から区の景観特性を構造化して理解するようなゾーニングを行っており，
ゾーニングのスケールが異なる．江東区は，区全体を構造化するようなゾーニングと街区ス
ケールでのゾーニングを併用しているが，街区スケールでのゾーニングは全域では行ってい
ない． 

2.5.3景観ゾーン型景観計画の運用実態 

景観ゾーン型の景観計画運用の実態について把握するために，台東区計画調整課に対してヒ
アリングを行った． 

台東区では計画を策定した計画調整課と実際の届け出に対応する建築課の間での意思疎通
によって，基準文が同じでも方針の文面が違う場合は，周囲の地域のコンテクストに合わせ
て判断基準に違いを出台東区は地域の特性に応じて基準文の運用方法を変化させている．例
えば，観光客等が多くおとずれる「中部地域」は“祭り”を意識した街並みとして，祭りの際
の色や雰囲気を目立たせるために，低層部の意匠を抑えるようにしている．また，歴史への
配慮も景観計画を通じて共有されており，例えば，旧奥州街道沿いなどに建つ建築は，昔の
酒屋や商店などを意識し，一階部分には御影石を入れたり，ルーバーを入れたりするなど意
匠的な工夫を誘導している． 
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指導対象の建築には規模の制限があるので，指導の対象となるのはマンションが多く，一
定規模以上(1000㎡以上)の建物についてしか景観計画は言及していない．それよりも小さな
戸建てや商店については指導できていないが，影響力のある大きな建築を指導することで，
地域に景観への意識が根付くと考えている． 

2.6小括 

本章では以下を明らかにした． 

東京都景観計画は各区の景観計画区域の主に境界部分を結びつけ，整合性を図るものとし
ての機能を持っている． 

東京都区部において策定されている景観計画は「区域区分」の手法によって，五つの類型
があり，景観特性をふまえて区域設定をしているものとして景観要素型と景観ゾーン型があ
る． 

 要素型の区は最初に区の持つ景観の各分野を要素に還元し，特徴的な景観要素を調査した
うえで，それらの周囲に対して範囲を設定しており，その「区」らしい景観を形成の目標と
している．しかし，景観要素型の文京区では運用に際して地域ごとの特性を反映できておら
ず，景観を要素に分解することによって，景観の地域性を担当者が把握しづらくなっている
と考えられる． 

景観ゾーン型の計画は市街地形成の過程や地形により分類したうえで景観のまとまりを抽
出することで，地域ごとの景観形成を図っている．ただし，区によって住民の実感にあわせ
るか，区全体を構造化して理解するかという違いによってゾーンのスケールが異なる．景観
ゾーン型の台東区は，同じ基準であっても地域性をふまえて運用方法を変えることで，地域
性をふまえた指導を行っている 

重点区域に設定する地域の選定に関しては，型に応じた違いは見られず，①まちづくり等
の機運の盛んな場所において住民主体で景観形成を図る②行政事業者主導で観光・交流事業
の盛んな場所で景観形成を行うという二つの方向性に基づいて各区それぞれ設定しており，
その範囲は地区計画の範囲をふまえて指定されることが多い． 

次章では，景観法制定以前の計画・ガイドラインと本章で整理した計画の類型を比較する
ことで，各自治体が景観法をどのように活用したか整理する． 

 

表 2-4 景観ゾーン型と景観要素型のまとめ 
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第3章. 景観法前後の「区域区分」の変化 

3.1景観法以前に制定された景観関連の計画・ガイドラインの「区域区分」 

3.2景観法制定に伴う「区域区分」手法の変化 

3.3小括 
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本章では，景観法制定以前の景観施策において設定されていた景観関連のガイドライン・
計画における「区域区分」手法を整理し，現行の景観計画「区域区分」との比較を通じて景
観法とそれに基づく景観計画という枠組みを，各自治体をどのように活用したのかについて
整理する． 

3.1景観法以前に制定された景観関連の計画・ガイドラインの「区域区分」 

景観法が制定されるまでに，東京都区部においては 1988年のすみだ風景づくりを皮切り
として，2003年までに 20の区で景観に関連する基本計画・ガイドラインが策定されてい
た．（資料 2） 

各計画を 2-2と同様に区域設定の方法という観点から分類すると，以下の三種類に分ける
ことができる． 

①景観の特性に応じて区域を設定していたもの（千代田区・中央区・新宿区・台東区・墨
田区・港区・文京区・北区・世田谷区） 

②都市計画・市街地開発の計画の地区とあわせて設定していたもの（江東区・目黒区・足
立区） 

③区域を設定せずに，全域における景観形成の方針や方向性を定めていたもの（中野区・
豊島区・練馬区・葛飾区・大田区） 

 

景観の特性に応じて区域を設定していた➀の計画・ガイドラインについては区域区分の範囲
の根拠から四種類に分けることができる． 

 
 

図 3-1 景観法以前「区域区分」の手法 
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➀江戸時代の初期から市街化していた千代田区・中央区では，明治以降の土地利用の転用の
タイプに基づいて「区域区分」を行っている． 

②港区・文京区・台東区・新宿区は市街地の範囲と農地の範囲が混在していたため，江戸時
代の土地利用と地形に基づいた「区域区分」を行っている． 

③墨田区は，江戸時代の市街地の範囲と農地の範囲が混在していたため，それに基づいた
「区域区分」を行っている． 

④近世以降都市化した郊外区の世田谷区，北区は駅や公共施設を中心とする生活圏を考慮し
ながら「区域区分」を行っている． 

 

以下，各タイプについてその詳細を整理する． 

3.1.1 明治以降の土地利用の分化による「区域区分」 

1)千代田区都市景観形成方針 55 

  
図 3-2 江戸期土地利用と界隈 

「千代田区都市景観形成方針」と 

正井泰夫（2000）『江戸・東京の地図と景観』 56をもとに筆者加筆 

 
現在，千代田区においては大丸有デザインガイドなど，特定の地区内でのデザインガイド

ラインが定められるのみであるが，景観行政団体となり，景観計画を策定中である． 
1993年に定められた千代田区都市景観形成方針においては 10の界隈区分と界隈別方針を

設定しており，界隈は「江戸時代以来歴史的に積み重ねられてきた土地利用の構造をふまえ
て設定した」との記述がある．千代田区は江戸末期には全域が市街化していたが，土地利用
変化の過程に地域差がある．具体的には，大名屋敷からは東京駅を中心としてオフィス街と
なった丸の内，映画や演劇などの文化芸術施設が集積した日比谷，中央官庁街へと発展した
霞が関，日枝神社などを中心として落ち着いた大学や緑地などの利用へ紀尾井町・駿河台へ
分化し，武家地の町割りを色濃く残している麹町・番町，町人地から現在も商業問屋の集積
が見られる神田などへ発展していった．各界隈のエッジは江戸時代の街路や運河をもとに定
められている． 
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図 3-3 千代田区の市街地の過程と「千代田区都市景観形成方針」における界隈の対応 

 

2)中央区の風景づくり 57 

 

 
図 3-4 江戸期土地利用と界隈 

「中央区の風景づくり」と 

正井泰夫（2000）『江戸・東京の地図と景観』 58をもとに筆者加筆 

 

中央区では現在，日本橋室町・日本橋本石町・日本橋本町周辺地区街並み景観ガイドライ
ンなど，特定の地域のガイドラインが定められているのみである．1993年に制定された中央
区の風景づくりにおいては，歴史的に発達してきた 12の界隈が設定されている．それらは
江戸時代の土地利用とその後の市街化の過程・集積した業種の違い・埋め立ての過程をふま
えて設定されている．なお界隈の境界線には現在の幹線道路ではなく江戸時代の水路が通っ
ていたラインを採用している． 
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図 3-5 中央区の市街地の過程と「中央区の風景づくり」における界隈 

3.1.2 地形と江戸期の土地利用による「区域区分」 

1)文京区景観基本計画・港区景観マスタープラン 

文京区景観基本計画は「地形によって縁どられた」界隈ごとに景観の特性が異なるとし
て，19の界隈が設定されており，港区景観マスタープランにおいても「地形地物をふまえ
て」10の地区が設定された．それぞれの界隈について歴史や現状の景観特性や課題・景観形
成の方向性が記述されるという形式になっている．地形図と重ね合わせると，概ねその境界
線は，台地・谷地・河川沿いに分割され設定されていることが分かる． 

 そのうえで，例えば，同じ本郷台地上で，大名屋敷武家地であった「３六義園・本駒
込・千石界隈」，寺社地であった「４本駒込の寺町界隈」，御用地であった「８小石川植物
園界隈」というように同じ地形区分を江戸時代の土地利用の影響をふまえ細分化している． 

 

図 3-6 文京区・港区 
界隈と地形 

界隈の地図は「文京区景観
基本計画」「港区景観マス
タープラン」より引用.地
形については，国土数値情
報をもとに筆者作成 
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新宿区と台東区も同様に江戸期の土地利用と地形をもとに区内の景観特性をもとにゾーニ
ングしているが，空間の範囲がダイアグラム的に示されているにとどまる． 

 

2)新宿区景観基本計画 59 

新宿区景観基本計画では，三つのゾーンと三つのエッジが示された上で，それぞれの中か
ら景観の形成を図る地区が示されていた． 

三つのゾーンはそれぞれ江戸時代に市街化していた範囲，農地であった範囲，未利用地であ
った範囲に対応し，三つのエッジは外堀・神田川，緑地という自然地形によって規定されて
いる． 

3)台東区景観基本計画 60 

台東区景観基本計画は現在と基本的な景観形成の方針は基本的には同じで，地形による東
西方向の三つのゾーンと歴史的経緯・土地利用に基づく南北方向の三つのゾーンに分け，そ
れらを掛け合わせたゾーニングによって景観形成を図るとされている．当時の計画ではダイ
アグラム的に示されているため，これを具体化する形で現在の景観計画が策定されたことが
分かる．またその中で特徴的な地域として九つの地域があげられている． 

 

 
図 3-7 「新宿区景観基本計画」と「台東区景観基本計画」より引用 

3.1.3 江戸期の土地利用による「区域区分」 

1)すみだ風景づくり 61 

現在の墨田区景観計画・景観基本計画と同じ考え方でゾーニングがなされている．すなわ
ち，江戸時代に市街地であったかどうか，震災復興区画整理事業の範囲内外によって南部と
北部に区を大きく分割したうえで，運河に基づく「軸」を重点的に景観形成する範囲として 



第 3章 景観法前後の「区域区分」の変化 

43 

 

 

3.1.4 地形と公共施設に基づいた「区域区分」 

1)北区都市景観づくり基本計画 62 

土地利用・建築形態・基盤整備状況などから一つの単位として，身近な生活の景観形成の
単位として，69 のかいわいを設定している．かいわいはそれぞれ神社・団地・商店街・学
校・公園など中心となる公共空間をもとに設定されている．さらに，崖線，河川，大規模公
園緑地を“ふちどり”，幹線道路や鉄道を“骨組み”として位置づけ，かいわいを統合した七つ
の景観基本地域を設定することで広域的な景観形成を図られていた． 

 

 

2)５地域の個性化のためのデザインガイド（世田谷区）63 

世田谷区の５地域の個性化のためのデザインガイドはひとまとまりと感じる地域のイメー
ジをもとに 51の界隈を設定．界隈ごとに中心となる駅・公園・区役所・小学校といった公
共施設を指定したうえでそれらを結ぶ緑道や歩行者道を計画軸として指定している．さらに

図 3-8 「すみだ風景づくり」より引用 

図 3-9 「北区都市景観づくり基本計画」より引用 
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それを地区ごとに整理しなおして記述し，既存施設と計画事業を界隈と計画軸によって関連
付け，地区の個性を創出する総合的な街づくりを誘導する地区別計画指針を示した．  

 
 

3.2景観法制定に伴う「区域区分」手法の変化 

新宿区・台東区はダイアグラム的に考え方が示されていたゾーンの設定を景観計画の中で
具体化し，墨田区などはすみだ風景づくり読本で設定していたゾーンをほぼ踏襲する形で景
観計画を策定している．また江東区は景観法以前の計画においては，都市計画マスタープラ
ンの地域地区ごとに基準を定めていたが，景観計画が策定されたのちは，より詳細なゾーン
の区分を設定する方式へと移行した．これらの区は，それぞれの自治体で進めていた景観政
策に法的な裏付けを与えるように景観計画を活用したといえる． 

一方で，港区や文京区は，主として地形に応じた「区域区分」を行っていたが，ゾーンご
との明確な特性が見えないという理由で景観要素型へ移行している．「北区都市景観づくり
基本計画」において定められていた，生活圏域をふまえた「かいわい」は現在の景観法に基
づく「北区都市景観づくり計画」においては景観形成の方針にのみ反映され，実際の建築指
導の基準である届け出の基準には反映されていない．世田谷区は公共施設や地形を基準とし
て，区全域を特性に応じて分割するような区域設定を行っていたが，いずれも景観法が制定
されて以後，用途地域・要素併用型へと移行した． 

図 3-10 「５地域の個性化のためのデザインガイド」より引用 
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図 3-11 景観法制定前後の区域区分の変化 
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3.3小括 

本章では以下を明らかにした． 

景観法制定以前に定められていた景観関連のガイドライン・計画についてその「区域区
分」の方法を整理し，都心区・山の手区・下町区によってその方法に違いがあることが分か
った． 

しかし，「区域区分」という観点から法制定前後の景観関連の計画を比較すると，自主条
例のもとで景観特性をふまえて計画を策定していた区のなかにも，景観法制定を契機とし
て，その考え方を推進した区（新宿区・台東区・墨田区・江東区）がある一方で，その考え
方が変化し，景観を要素に分解する区や用途地域制度に形態制限項目を追加するものとして
景観計画を利用する区のように景観の地域性を捉える計画を策定していない区もある． 

景観法は，従来の自主条例に基づく景観行政に対し法的な根拠を与えるようにして各自治
体の自主的な景観行政を推進するものとして期待されていたが，必ずしも景観法の理念に示
されている「地域固有の特性」64をふまえた景観形成へと自治体を誘導できたわけではない
といえる． 

 

表 3-1 区ごとの景観法の活用方法 

 
 

第２章と第３章を通じて，東京都区部における景観計画の現状とそれらを各自治体がどの
ように活用したのかに関して，「区域区分」という観点から整理することで．景観計画とい
う制度の分析を行った． 

次章では実際に「領域」を抽出することで対象地の景観分析を行う． 
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第4章. 「領域」の抽出手法の構築と適用 

4.1景観の種類と「領域」 

4.2「領域」の抽出手法の定式化 

4.3対象地の分析 

4.4「領域」の抽出と類型 

4.5小括 
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本章では景観法の理念をふまえ，自然地形・歴史文化・社会経済の各分野の作り出す景観
のまとまりから「領域」を抽出する手法の定式化を行うことを目的とする．さらに，東京に
おける「領域」に関する言説や議論をふまえながら，文京区・台東区を中心とする範囲にお
いて，「領域」を抽出し，地形との対応・形成過程から類型化し，類型ごとに景観特性を整
理する． 

4.1景観の種類と「領域」 

 本節では様々な意味を包含する景観という用語の意味を整理したうえで，「領域」という
概念を明確にする． 

 篠原 65によれば，計画策定者の立場からとらえた景観という用語は，時間の長短，視点の
重要性に応じて現象的には以下の四種類の意味を包含している． 

①シーン景観：視点が固定されている透視図的な眺め．文化財建築や橋梁への眺め，山への
眺望などがこれにあたる． 

②シークエンス景観：視点移動のルートが限定されている場合，経験されるシーンを継続的
に体験していくもの．歩行中のストリート景観や鉄道からの車窓の眺め，道路から見る幹線
道路沿道の景観などがこれにあたる． 

③場の景観：シーン景観やシークエンス景観においては視点場や観察する位置が重要となる
が，それらに対して一定の空間範囲において不特定の視点場からの景観の特徴を捉える範囲
である．「浅草の景観」「京都の景観」というような表現がこれにあたる． 

④変遷景観：時代変化に応じて対象が変化し，景観が変化していく場合，これを変遷景観と
呼ぶ．建築物の建て替えから開発行為などの人為的な要因や地形の変化などの自然的要因ま
で変遷の景観の要因には様々ある． 

 

本研究における「領域」は地域性を分析することによってとらえられる景観のまとまりの
範囲と定義しているが（1-3），類似した概念は，当初，景観地理学や緑地計画学の分野で
提唱された．景観地理学の創始者である辻村太郎は景観を単なる景色・風景と異なり，「そ
の風景を構成している多数の要素を分析・考察したうえで組み立てた総合像」66であるとし
て，自然と人間生活との間の生態学的関係を「景観」とし，土地分類学的な視点から特性に
応じて景観を分類してきた．緑地景観学の分野では井手久登は景域という概念について「一
定の単位として認識される地表の一部であって，生態学的に一定のまとまりを有する空間で
あると同時に固有の文化創造の基盤ともなり，また人々が共属感情を持ちうる歴史的地域」
67として定義している． 

 建築・都市計画の分野においては，後藤 68の提唱する「景域/景観単位」と小浦 69の「景
観のまとまり」の二つをあげることができる．後藤の「景域/景観単位」は井手久登の定義
に加え，生活者が社会的記憶を共有する地域単位としての性質をも持つものとしている．小
浦の「景観のまとまり」は実際にヒアリングとワークショップを通じて観察された，被験者
が景観のまとまりとしてとらえた空間の広がりを「場所型」「シーン型」のふたつに整理し
たものである． 
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景観の種類とその性質，これまでに提唱されてきた「領域」関連の概念の関係は以下の表の
ように整理できる． 

 

表 4-1 景観のタイプと既存の概念 

 

4.2「領域」の抽出手法の定式化 

 ここまでの議論をふまえると，第１章において定義した「領域」は「場の景観」「変遷景
観」の空間的な範囲として捉えることができる．「領域」は景観の地の部分をなすものであ
り，その全体像を直接視認することはできず，景観計画やデザイン行為においてはその土地
固有の条件であると考えられる． 

 以下では，景観法の理念（1.1.3）に含まれる，「自然」・「歴史文化」・「生活経済」の
三分野に対応させるようにしてそのまとまりを抽出する具体的な手法を整理し，「領域」は
それぞれの分野のまとまりを重ね合わせて抽出するものとして定式化する． 

 

4.2.1地形のまとまりの抽出手法―地上開度と土地条件図による類型 

 自然分野については「台地上の平地」，「谷地」といった地形のまとまりを抽出する． 

 その抽出に際し，定量的な指標として横山ら 70によって考案された「地上開度」を用い
る．地上開度は，”ある地点が周囲の地形にどの程度囲われているか”を指標化したものであ
り,「尾根線および谷線といった地形の流れや大局的な地形的特徴のまとまりを抽出するこ
とが可能」71であり，地形によって醸成される空間のまとまりを抽出する指標として適切で
あると考えられ，景観や都市計画の分野においては例えば高野らや石川などが地形によって
生み出される景観のまとまりを有する空間的範囲を捉える指標として利用している． 

地上開度は具体的にはある地点 pから検索範囲 xの範囲内で八方位（北・北東・東・南
東・南・南西・西・北西の 45度ごと）の仰角θの最大値をそれぞれ計算し，その平均値に
よって計算される．この値によって斜面地・谷地・平地を区別することが可能で，土地条件
図とあわせることで平地を台地と低地に区別することができる． 

4.2.2歴史・生活・経済分野のまとまりの抽出手法―歴史的景観特性把握（HLC） 

 歴史分野についてはその市街地が形成された過程が同一であること，生活・経済分野につ
いては土地利用をもとに分析する． 

 歴史的な市街地形成や土地利用の変化をふまえて地域の特徴づけを行う手法として，英国
文化庁の提唱する歴史的景観特性把握（Historic Landscape Characterisation：HLC）が存在す
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る．HLCは，現状土地利用の開始時期の年代特定をおこなうことで市街地形成過程をそれぞ
れの地点の「時間の奥行き（time-depth）」という観点から捉える点に特徴がある．（宮脇
72）英国の一般的な市街地や州広域自治体においても HLCの手法は適用されており，近世城
下町を起源とする東京においても適用可能であると考えられる．HLC の基本的な考え方とし
て以下の 10の原則があげられている． 

 

 

 
 

技術的な方針としては，目に見える点的な景観資源だけでなく，時間的な蓄積をふまえ，
今後の変化を予測しながら面的な広がりを捉えることを掲げ，運用の方針としては一般市民
の参加を促進するような体制を整えることを目指していることが分かる． 

 

  HLCの具体的な手法は歴史地図を重ねながらその土地利用の変化を観察し，現在の土地
利用や都市基盤がいつの時代から続くものであるのかをふまえてゾーニングを行うというも
のである．歴史的景観特性把握を日本の市街地に応用し，地域の景観特性を把握した研究と
して宮脇による一連の研究 7374をあげることができる．宮脇は鎌倉や中央区月島を対象地と
して，街路の形成年代と土地利用の変遷からその歴史的な景観特性の把握を試みている． 

  

表 4-2 HLC10の原則（宮脇(2012)をもとに筆者作成） 
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4.3対象地の分析 

 4.2をふまえ，対象地を設定して「領域」の抽出を行う 

4.3.1対象地の概要 

 文京区・台東区の全域，荒川区・豊島区・新宿区・千代田区の一部を含む地域を対象とす
る．範囲の選定にあたっては，第２章で抽出した景観計画の類型，山の手から下町まで多様
な市街地形成の過程・歴史をたどった地域が含まれていることを考慮した． 

 

 
 

図 5-1対象地の範囲 

4.3.2対象地の自然地形 

地上開度と土地条件図を基にして図の通りに地形を把握した． 

1地上開度の計算（検索範囲：500m）地上開度の算出にあたっては SAGA GISを利用した． 

2土地条件図とあわせて，地形によって，台地・斜面地・谷地・低地・水部の五つに分類し
た．  

対象地に張り出している台地は「山の手台地」の中でも地形や地質の特質から武蔵野段丘
の武蔵野面に分類される．「武蔵野面」は，「淀橋台」「荏原台」などの目黒や世田谷等の
山の手南部の台地は支谷が多く分岐するために谷の密度が高いのに対して，谷の密度が低
く，谷地が傾斜の方向，等高線に直行する方向に長くのびる点が特徴とされる．神田川とそ
の支谷によって開析され，上野台地，本郷台地，小石川台地などに分かれている． 
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4.3.3対象地の市街化の過程 

以下の地図を使用し，対象地の市街地形成の過程を市街化の過程・都市基盤整備の過程に
分けて調査した． 

 

 
 

4.3.3.1市街化の過程 

 

1)江戸時代の土地利用 

江戸時代の土地利用（大名屋敷・武家屋敷・町人地・寺社地）を現在の街区単位で書き直す
と，下図の通りである．（未着色部分は農地・未利用地） 

 
図 4-2 江戸時代の土地利用 

（作成にあたって東京都 1/2500構造図のデータを利用） 

 

山の手は，モザイク状に「高台やなだらかな斜面に作られた旗本屋敷や組屋敷」のような
「整然と敷地割りされた計画性の強い」75土地利用と「高台の大名屋敷と谷あいの町人地」
のような「地形に順応した不整系な」土地利用が入り混じるようにして構成されている．ま
た大規模な寺社が高台に点的に配置され，護国寺と音羽谷，白山神社と指ヶ谷，根津権現と
根津谷，のような，高台の寺社と門前町をつくる谷地・低地の町家のセットが散見される．
下町は，低地が広がっているため，地形に応じた土地利用の棲み分けはなされていないもの
の，かつて張り巡らされていた水路網によって土地利用が分けられていた． 

 

 

 

 

2)江戸末期から明治初期にかけての土地利用変化 
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図 4-3 江戸末期から明治初期にかけての土地利用変化 

江戸期市街地で農地化した範囲を緑で，公共施設用地となった範囲を黄色で着色した． 

明治維新後，多くの武士たちが東京から国本へ帰ったため，東京の人口は減少し，大名屋
敷や旗本屋敷は空き家となるものも多かった．そのため，市街地の拡大はほとんど見られ
ず，江戸時代に市街化していた範囲内での土地利用転換がみられる．山の手においては，大
名屋敷や大規模な武家屋敷は，敷地をそのまま軍事施設や大学などの公共用地へと転用され
たものがある一方で，現在の文京区や新宿区の範囲においては，政府の「桑茶令」にもとづ
いて桑や茶の畑へ耕作地化された土地が多かった．護国寺や伝通院などの大規模寺社地の一
部が畑地や宅地へと変化している．一方で，町人地はそのまま市街地として継続した．下町
においては，市街化していた範囲が市街地へと引き継がれたため，土地利用の変化はあまり
見られない． 

3)明治初期から明治後期にかけての土地利用の変化 

 
図 4-4 明治初期から明治後期にかけての土地利用変化 

明治初期の段階で農地であった範囲のうち市街化した範囲を黒で，また公共施設用地となっ
た範囲を黄色で着色した． 

1900年代にはいると人口急増に伴い，市街地の範囲が郊外へと拡大した．江戸時代に農地
であった地域でも「乱雑無秩序な迷路型」76の開発によって，家屋が次々と建築され始め，
現在に至るまで木造密集地帯となっている場所も多い．一方で，明治初期に農地化していた
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武家地跡は，武家屋敷の基盤をそのまま利用した高密度ではあるものの比較的住環境の優れ
た低層な住宅地が形成され，区画整理事業などの範囲内にならなかった小日向台地などにお
いては，現在に継承されている． 

 

4)震災後戦前の土地利用の変化 

 
図 4-5 明治後期から震災後にかけての土地利用の変化 

（作成にあたって東京都 1/2500構造図のデータを利用） 

 

震災前の時点で農地であった範囲のうち市街化した範囲を黒で，震災復興区画整理事業の
事業範囲内 77を青で着色した． 

下町を中心として震災復興区画整理事業の対象地となっている． 

震災の影響でさらに郊外へ人口の流出が進み，概ね対象地の市街化は戦前に完了したこと
が分かる．この時期に宅地化した地域は，大和郷のように個人の事業主が計画的に宅地を分
譲した例もみられるが，多くは明治後期のスプロールの流れのまま，農地がそのまま宅地が
開発されたため，現在でも有機的な街路が形成されている場所が多い． 
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4.3.3.2街路網・都市基盤の整備過程 

 現在の街路が形成された時期を調査した．各時代の街路形成・都市基盤の特色を以下に簡
単にまとめる．(図面作成にあたっては東京都地形図構造化 1/2500データを使用した) 

 

1)幕末 

江戸時代，下町は全域がグリッドパターンで構成されていたが，震災や戦災復興区画整理
事業が大規模に施工されたため，一部の骨格的な街路のみ残されている． 

一方で，それらの区画整理事業の範囲の面積が小さい山の手では，大曲を中心とする小石
川から神楽坂に至るまでの範囲には当時の街路が面的に残っている．山の手の道は本郷通り
など尾根の幹線，音羽通りなど谷道の幹線，幹線から延びて宅地割を構成する支線という段
階構成があり，現在の山の手の道路もその構成を踏襲したものになっている． 

 

2)明治初期（1880年時点） 

市街地の拡大が起こらなかったこともあり，整備された街路は少ない． 

 

3)明治後期（1909年時点） 

市街地の拡大や人口増に伴い，江戸時代の幹線道路を結ぶようにして幹線道路が開通してい
るほか，明治初期まで農地だった部分にも街路が延伸し始めている． 

 

4)昭和初期（1937年時点） 

対象地の街路網が概ね完成した時期といえる．震災復興区画整理事業で下町を中心としグリ
ッド状に基盤が整備されている．一方で，震災復興区画整理事業の対象地とならなかった，
豊島区，文京区北部，新宿区北部などでは，農道の線形を残した有機的な街路が多く形成さ
れ，現在に至っている． 

 

5)昭和以降（1944年以降） 

整備の延長は長くはないが，戦災復興区画整理や池袋や大塚などの駅を中心とした地域な
どで街路網が形成されているほか，高速道路やいくつかの幹線道路がそれまでの市街地を分
断するようにひかれている．例えば白山通りはもともと大名屋敷を敷地分割してできた場所
の中を斜めに横切っているため，通り沿いに三角形の敷地が連続して現れる特徴的な景観と
なっている． 
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以上をふまえて，都市形成の過程を，➀江戸時代の土地利用②土地利用の転換（公共施
設・一般市街地・農地）③街路街区形成（自然発生的・区画整理）の三つをふまえて分類す
ると，以下のようなタイプが見られる． 

 

 
図 4-7 対象地内の土地利用の分化 

A1から Eまでの土地利用変遷のタイプを現在の街区単位で整理したものを市街地形成単位
とする．(図面作成にあたっては東京都地形図構造化 1/2500データを使用した) 
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4.4「領域」の抽出と類型 

4.2では自然地形のまとまりを把握し，4.3では市街地形成の歴史を概観した．以上をふま
えて，以下のような手順によって「領域」の抽出と類型を行った． 

①4.2と 4.3から，地形のまとまりのラインと市街地形成単位の端のラインのうち，一致す
るラインを抽出． 

②一致しないラインについては，基盤整備の状況（区画整理の範囲内か否か，街路が形成さ
れた時期）や特徴的な景観資源の分布などをふまえて，現状の景観特性に影響を与えている
と考えられるものを抽出する． 

③①と②によって抽出されたラインを現状の街路や擁壁・敷地境界などにあわせて境界と
し，それらによって囲まれた範囲を「領域」として抽出した． c

④最後に現地調査により確認し，70の「領域」を抽出した． 

⑤「領域」を地形断面によって分類すると台地上・斜面地・低地・谷地+斜面地・台地+斜面
地+低地の 5パターンがあり，形成過程に応じてさらに 17種類に分けることができた． 

 
図 4-9 境界線抽出のフロー 

  

 
c 領域の境界付近における景観形成・景観誘導に際しては，隣接する領域の性質にも配慮す
る必要があると考えられる．また崖線や幹線道路のような明確な境界線がなく，隣接する領
域の両方の影響を受ける範囲も存在したが今回はそのような場合も便宜的に一本の線で表現
した． 



1-1台地上低層住宅地
1-2台地上良好住宅地
1-3台地上駅周辺開発
1-4台地上中低層市街地

1 台地上

5-1大規模公共施設
5-2寺社と門前町
5-3農地スプロール
台地上緑地

5 台地 +斜面地+低地 /谷地

2-1斜面寺社地
2-2斜面緑地
2-3斜面水辺
2-4斜面住宅地

2 斜面地（+水辺）

3-1下町低地
3-2下町低地（基盤未整備）
3-3山の手低地

3 低地（+水辺）

4-1谷筋町（江戸）

4 谷地 +斜面地

4- 2谷筋町（明治）
4-3谷地駅周辺

領域図
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表 4-3 領域一覧 
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1)台地上 

 

 
図 4-10 地形と領域➀ 

 
 

図 4-11 市街地形成過程と領域➀ 
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「台地上領域」は，➀江戸時代の土地利用の区別②市街化が計画的であったかどうか③区
画整理事業の有無によって，1-1台地上低層住宅地・1-2台地上良好住宅地・1-3駅周辺開
発・1-4台地上中低層市街地の四種類に分けることができる． 

 

 
図 4-12 台地上領域の分類 

 

1-1台地上低層住宅地 

台地上にあった大名屋敷や武家地を中心とする範囲が，場合によっては農地を経て，江戸
時代に整備された基盤を利用しながら住宅地に転用されていったことで形成された「領域」
である．小日向台地上の低層住宅地のように，比較的高密度であるが，低地への眺望などの
優れた良好な住環境が確保されている． 

 

1-2台地上良好住宅地 

台地上の大名屋敷を起源として，西片や大和郷のように事業者や個人による分譲，あるい
は区画整理がなされ，基盤の整備された敷地規模の大きな邸宅地である． 

 

1-3台地上駅周辺開発 

 巣鴨駅・池袋駅など，明治末期から昭和初期にかけて江戸時代に農村だった範囲の駅周辺
の基盤が整備されて形成された「領域」である． 

 

1-4台地上低中層市街地 

 湯島や春日通り沿いのように，台地上にあった大名屋敷や武家地が市街地に転用された
が，震災または戦災区画整理事業によって基盤が整備されているため，1-1に比べてやや低
密度で中層建築が多く，住商混在の市街地が形成されている「領域」である． 
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2）斜面地（+水辺） 

 

 
図 4-13 地形と領域② 

 
 

図 4-14 市街地形成過程と領域② 
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「斜面地領域」は➀開発が進みにくいため斜面地や寺社地が保全された 2-1斜面寺社地，
2-2斜面緑地，②外堀開削に伴って生まれた都心に近く水辺に近い斜面地 2-3外堀斜面，③
斜面に形成されていた武家地が市街化した 2-4斜面住宅地の四種類に分けることができる．  

 

 
図 4-15 斜面地領域の分類 

 

2-1斜面寺社地 

江戸時代に斜面地に寺社地が連続して建設され，それが現在に至るまで残って形成された
「領域」である．低地と斜面地の際に存在する街路に向かって山門が連続して並ぶ特徴的な
景観となっている． 

 

2-2斜面緑地 

大名屋敷・武家地跡がそのまま庭園やホテル敷地などとして斜面緑地として保全されて形成
された「領域」である．都市部にありながら豊かな生態系を有している． 

 

2-3外堀斜面 

台地を開削して外堀を作ったことによってできた斜面と水辺によって形成される「領域」で
ある．大名屋敷を起源として，現在は商業地や大学などの高層の利用が多くされているた
め，対岸から見ると特徴的なスカイラインを形成している． 

 

2-4斜面住宅地 

斜面地に形成されていた武家地が宅地化して形成された「領域」である．急斜面に小規模
な住宅が貼りつくようにして密集住宅街が形成されている．急斜面を建築計画に生かした特
徴的な建築が見られる．  

 

  



第 4章 「領域」の抽出手法の構築と適用 

68 

3)低地（+水辺） 

 

 
図 4-16 地形と領域③ 

 
 

図 4-17 市街地形成過程と領域③ 
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「低地領域」は➀区画整理の範囲内外②下町・山の手の区別から，に 3-1下町低地 3-2下
町低地（基盤未整備）3-3山の手低地の三つに分けられる．  

 

 
図 4-18 低地領域の分類 

 

3-1下町低地 

下町の低地のうち，区画整理事業範囲内にあるものである． 

江戸時代の土地利用の影響から，景観特性が領域ごとに異なる．例えば，江戸時代にすで
に市街化していた南部<下谷>は高層化しているのに対し，農村であった<入谷>の範囲は現在
も低層の住宅地が広がっている．（2.5.1.2） しかし，大半が震災復興区画整理範囲内であ
り全域でグリッドパターンの基盤が整備され，地形の変化にも乏しいため，山の手区のよう
に明確に景観特性の境界を分けるラインを設定するのは難しい．  

本研究においては，江戸時代の土地利用の境界線を用いてそれらを分割した． 

 

3-2下町低地（基盤未整備） 

低地のうち，区画整理事業の対象範囲とならず，農道の道路線形が残っており，見通しの
効かない有機的な街路が広がっている． 

 

3-3山の手低地 

 神田川を挟んで台地の間に広がった低地が広がっている「領域」である．大名屋敷・武家
地を起源として現在は商業地や公共施設などが主な土地利用となっており，高層化が進んで
いる． 
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4)谷地+斜面地 

 

78 

 

図 4-19 地形と領域④ 

 
図 4-20 市街地形成過程と領域④ 
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谷地と周辺の斜面地を含めた「領域」はその市街地形成の時期（江戸・明治・明治後期）に
対応する様に 4-1，4-2，4-3の三種類が存在する． 

 

 
図 4-21 谷地領域の分類 

 

4-1谷筋町（江戸） 

江戸時代に谷筋に形成された町人地・武家地を起源とする「領域」である．<根津>のよう
に，現在でも江戸時代の町割りを踏襲しながら低層の木造住宅地が形成されている． 

 

4-2谷筋町（明治以降） 

明治以降に 4-1が郊外方向へ市街地が延伸していく中で谷地に形成された「領域」であ
る．例えば，<根津>のさらに郊外方向へ市街地が延伸していく中で形成されたのが<千駄木>

である． 4-1に比べて街路網が有機的な形となっているという特徴がある． 

 

4-3谷地駅周辺 

4-2のさらに郊外に存在し，昭和初期以降に駅を周辺として基盤整備されて形成された
「領域」である．対象地内では大塚駅周辺が該当する． 
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5)台地+斜面地+低地 

 

 
図 4-22 地形と領域⑤ 

 
図 4-23 市街地形成過程と領域⑤ 
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台地から低地まで一体となった「領域」は，江戸時代の土地利用に応じて 5-1大規模公共施
設 5-2寺社と門前町 5-3農地転用型の三種類に分けることができる． 

 

 
図 4-24 台地-低地領域の分類 

 

5-1大規模公共施設 

台地から斜面地にまでまたがる大名屋敷跡地がそのまま大学や官公庁など大規模な公共施
設へと転用されたことで形成された「領域」である． 

東京大学や防衛省のように地形のまとまりが一つの大規模な敷地と一致しているものもあ
れば，駿河台や早稲田のように，町の中に大学が点在し，徐々に拡大していき大学町という
形で「領域」を形成しているものもある． 

 

5-2大規模寺院と門前町 

高台の大規模な寺院とそれに対する参道が低地から斜面地まで延び，台地から斜面地まで
が一体となって形成された「領域」である．現在では参道部分は車道や幹線道路となってい
る場合もあり，現在はその一体感を意識するのが難しくなっている． 

 

5-3農地転用型 

雑司ヶ谷・護国寺周辺など，明治末期から昭和初期にかけて急激に農地・未利用地が宅地
化した「領域」である．基盤整備がされぬまま市街化したため，現在でも木造密集地帯とな
っている． 
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4.5小括 

東京は，開析や沖積によって形成された様々な地形や，江戸時代以来の市街地形成の歴史
によって「領域」が形成されているということはたびたび指摘されてきた 79が，本章では，
景観法の理念や，第二章・第三章で把握した既往の「区域区分」手法を考慮しながら，客観
性をもって「領域」を抽出する手法を示し，対象地に適用した． 

抽出した「領域」は地形との応答の仕方から５種類に，さらに，形成過程からそれらを 17

種類に整理した． 

一見して分かりやすい景観資源のない地域を含めて「領域」の類型ごとに景観の特性の違
いを把握し，隣接していない地域でも共通の類型の「領域」であると共通した景観特性を指
摘することによって，「地域性」について共通の考え方に基づいて記述することができた． 

 

ここまでの章で，景観計画という制度の分析（第２章・第３章），対象地における景観の
分析（第４章）を行った，次章では以上の分析を結びつけることを意識しながら，「領域」
と今日的な景観問題の関係から，景観計画の課題を指摘する． 
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第5章. 「区域区分」と「領域」の「差異」 

から捉える景観問題 

5.1「区域区分」と「領域」の「差異」 

5.2対象地内で過去に顕在化した景観問題 

5.3潜在的な景観問題の指摘 

5.4 小括 
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一般に景観問題において，争点となる分野は色彩・眺望・日照など多岐にわたり，は様々
な場所で発生する． 

本章では，「領域」という視座を導入することで多様な景観問題を整理し，さらに現在は
注目されていないが景観誘導がうまくいっていない潜在的な景観問題を把握することを目的
とする． 

 

具体的には以下の調査・考察を行う 

➀景観計画「区域区分」と前章で把握した「領域」の「差異」を整理する（5.1） 

②景観訴訟や開発反対運動の対象となるなど，近年対象地内において「顕在化した景観問
題」を調査し，その原因を「領域」との関係から整理し，現在の景観計画が，これまでの景
観問題に対応できる「区域区分」となっていない例を示す (5.2) 

③その他の「差異」のある場所での現地調査を通じて対象地内の潜在的な景観問題を指摘す
る．(5.3) 

5.1「区域区分」と「領域」の「差異」 

 「領域」と景観計画区域図を比べた際の「差異」は以下の通りに整理することができる． 

タイプ１：景観計画において，「領域」とその性質が認識/明示されていない 

タイプ２：景観計画において，「領域」の空間的な範囲は示されているが，その特性が正確
に把握されていない/他の類似した「領域」と区別されていない 

タイプ３：景観計画において，一体として捉えるべき「領域」や「領域」間の関係性が行政
界や地域地区などの線によって区分されている 

5.2対象地内で過去に顕在化した景観問題 

対象地の範囲内において東京都において景観計画が策定された 2007年以降に発生した景
観を争点とした建築紛争などの顕在化した景観問題について，新聞記事データベースなど 80

を中心に調査した．このようにして把握できた問題は景観の問題が発生している場所のなか
でも，住民の景観への意識が高いなどの理由によって，特に顕在化したものとして考えるこ
とができる．  

文京区内で景観紛争が多くみられるが，文京区は教育機関の充実や良好な自然環境，都心
へのアクセスなどから，居住地として人気である一方，準工業地域を中心として開発規制が
緩い．そのため，斜面地や工場跡地に大規模なマンション建設の計画がおこり地元の住民か
ら反対運動がおこるケースが多いとされる．81  

 

 

 



第 5章 「区域区分」と「領域」の「差異」 

から捉える景観問題 

79 

 

図 5-1 「領域」の差異と景観問題 

 

以下では，5.1で把握した「領域」と景観計画で定められている「区域区分」の「差異」の
種類に着目しながら，現在の景観計画「区域区分」がその景観問題に対応できていない例を
示す． 
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5.2.1タイプ１：「領域」が認識・明示されていない例 

5.2.1.1斜面地高層建築と台地上低層住宅間の問題（<湯島>―<東京医科歯科・順天堂大学>

間）(2012-) 

 

 
図 5-2 湯島-順天堂大学 

写真は湯島から見た順天堂大学 

 

<東京医科歯科・順天堂大学>の範囲は斜面地の昌平坂学問所が東京師範學校・東京女子師
範學校として，学校に転用され，学校用地が斜面地沿いに徐々に拡大していったことによっ
て形成された「領域」である．<湯島>は台地上の武家屋敷が区画整理を経て市街化し，現在
は低中層の建物中心とした街並みが形成されている． 

総合設計制度による容積緩和を利用した順天堂大学病院の高層化に対して，後背の湯島の
住民からは日照・景観的な圧迫感などの理由から反対運動を受けていた． 

現行の景観計画では，この範囲には特に規制がかけられておらず，景観計画において，
「領域」が認識/明示されていない「タイプ１」の差異により問題に対応できていないと考
えられる． 

5.2.2タイプ２：「領域」の特性を正確に把握できていない例 

5.2.2.1台地上大規模邸宅地のミニ開発〈西片〉〈大和郷〉d 

 
d < >内は領域名を示す．以下同じ 

図 5-3 （左から）低層住宅地基準 ミニ開発の現場  

写真は上がミニ開発の現場・下は邸宅の様子 
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同じ武家地・大名屋敷を起源とする小日向や関口が比較的高密度な低層住宅街となってい
るのに対し，西片は阿部家，大和郷は岩崎家という個人の事業主によって計画的に分譲され
たことから，ゆとりのある大規模な敷地を有した邸宅地となっている． 

西片や大和郷では従来の敷地分割したミニ開発により景観の連続性が失われることや，敷
地規模の減少に伴い連続していた樹木が伐採され，緑量の減少が問題として指摘できる． 

文京区景観計画においては第一種低層住居専用地域を範囲として「低層住宅地」基準が一
律に定められている．西片や大和郷で問題とされるような開発は，その他の一般的な低層住
宅地では問題とならないような規模の住宅であるため，基準の一律の運用ではこのような開
発は規制できないという「タイプ２」の差異が起きており，問題に対応できていない． 

 

 

5.2.2.2斜面緑地におけるマンション開発<目白・関口台緑地>（2008-） 

 
図 5-4 斜面緑地とマンション開発 

  

<目白・関口台緑地>は斜面の大名屋敷や武家地が公園やホテルなどとして緑地として保全さ
れ，都市部にありながら豊かな自然を残す大規模な緑地が保全されている． 

そのなかで，森林の伐採を伴う大規模マンション建設が持ち上がり自然環境の破壊や周辺
景観への影響を憂慮した地元の住民らの反対運動 82がおこった．訴訟で異議申立を起こそう
としたが原告不適格により却下されている．住民側はマンションにより文京区が現地調査を
怠り，開発許可を出したと主張している 83． 

現在，文京区景観計画でこの場所は「緑のまとまり基準」と「坂道基準」の両方にかかって
いるが，「緑のまとまり基準」は一般的な都市公園と同等程度，坂道基準も区内全域の坂道
との区別されない緩い規制のみで，豊かな自然を有する希少な大規模斜面緑地に対する規制
としては不十分であり，「タイプ２」の差異によって問題に対応できていないと考えられる
． 
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5.2.2.3下町低地におけるタワー建設<浅草寺町> 

 
図 5-5 西浅草タワーと台東区景観計画「中部地域」  

「台東区景観計画」をもとに筆者加筆 

 

<浅草寺町>は浅草寺と寛永寺を結ぶ台東区中部に位置し，稠密な下町と寺院群が広がるな
かに，江戸期以来の街路が商店街として点在する「領域」である． 

2010年に<浅草寺町>において「西浅草三丁目計画」（通称：浅草タワー）の建設に対して
反対運動が発生した．浅草タワーは総合設計制度により容積緩和を受けており，原告側の住
民は周辺住環境の悪化や浅草寺からの眺望阻害を訴えて，建設許可を出した東京都に対して
訴訟を起こしたが敗訴し，建設された． 

現在の台東区景観計画においては，「中部地域」に指定されており，観光・歩行者が多い
ことから，かっぱ橋通りや浅草通りなどのメインストリートにおける低層部の商業施設を中
心とした賑わい・緑化などを意識した景観形成をすることを方針として定められている．し
かし寺院からの眺望や周辺の住環境への配慮は明記されておらず．「領域」の特性を十分に
明記していない「タイプ２」の差異から，問題に対応できていないと考えられる． 

 

5.2.3タイプ３：行政界等によって「領域」が分断されている例 

5.2.3.1 谷地におけるビル建設<谷中・田端>(2008-2012) 

 

 
図 5-6  区境による領域の分断の様子と千駄木の商店街から見たビル 

 

<谷中・田端>は谷地の地形に沿って，駒込駅までの線形の範囲は農道や暗渠となった谷田
川の河川の線形を踏襲した有機的な街路網が残り，古い木造建築が点在しており，市街地形
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成の過程をふまえると一体として捉えることができる．軸となる谷田川通りには連続的に商
店街が形成されており，区をまたいで一体となった景観形成を図る必要があると考えられ
る． 

そのような中で高さ 50Mの通称 NTTサーバービル（駒込第二ビル）の増設計画に対して
建築差し止めを求めた訴訟が起きた．住民側からは，地盤沈下や電波障害の危険性に加え，
当該敷地は文京区・台東区の区境付近の文京区側に位置しているが，観光客も多く訪れる谷
中銀座・よみせ通りなど台東区側に存在する古い街並みや商店街への景観上の影響があるこ
とが指摘され，争点の一つとなった．裁判の結果，高さを抑えることで和解に終わった． 

現在の景観計画においても文京区・台東区の区境で景観計画の区域が分かれ，区境をまた
ぐ「領域」を捉えられていないという「タイプ３」の差異によって問題に対応できていない
といえる 

5.2.4「領域」で捉えられない景観問題 

広域の眺望景観 <日暮里>富士見坂(2012) 

 

 
図 5-7 日暮里富士見坂（左は 1994年 右は 2013年）84 

 

数多くある都心部の「富士見坂」のうち，日暮里富士見坂は，富士山を実際に眺望できた
最後の坂であり，2012年に国際記念物遺跡会議（イコモス）から荒川区・新宿区・台東区・
文京区・豊島区・東京都に対し，日暮里富士見坂の眺望保全に関する要請書が送付されてい
た．しかし，眺望の範囲内のマンション建設を防ぐ手立てを欠き，現在では富士山への眺望
が完全に阻害された．文京区・新宿区といった台地上の「領域」において，低地の「領域」
に対する配慮を行う必要があり，これら各区の景観計画を調整する役割を持つ東京都（2-

1）であったが，広域な自治体間の連携した眺望保全施策が設けられなかった．85 

「領域」は 4.1で整理したように，場の景観・変遷景観の空間的範囲として定義した．こ
の事例のような特定の「シーン景観」が非常に象徴的で地域の景観特性といえるような場合
は「領域」と周辺の関係だけではとらえられないため，別箇に規制をかける必要がある． 
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5.3潜在的な景観問題の指摘 

5.1では「領域」と「区域区分」の「差異」を三種類に整理した．現行の景観計画の「区
域区分」で対応できていない例を示した．本項では，現行の景観計画と「領域」の「差異」
の場所における現地調査等を通じて把握した，反対運動などが起きているわけではない潜在
的な景観形成上の課題について指摘する． 

5.3.1タイプ１：「領域」が認識・明示されていない例 

5.3.1.1江戸期以来の町割りが認識されていない例 <水道・五軒町> (文京区) 

歴史的建築などの明確な景観資源は残っていないが，戦災や震災の影響を受けなかったた
め，江戸時代以来の街路網や大繩地由来の細かく分節された間口の狭い，特徴的な路地景観
が残っている一方で，大規模なマンションが建設されているなど，景観の不調和が観察され
る． 

  
図 5-8 路地とマンション 

 

5.3.1.2寺社地の範囲が認識されていない例<伝通院> （文京区） 

伝通院が江戸時代に有していた広大な敷地を中心として崖線等によって囲まれた領域であ
る．明治以後，敷地が細分化されながら農地や宅地へと転用され，参道は春日通りによって
分断されている． 

図 5-9 伝通院の領域と分断する春日通り 

写真は上から伝通院・参道と春日通りの交差・参道の斜面部分 
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伝通院の敷地内であった範囲には現在も小さな寺社が点在しており，現在は寺社に混じっ
て，マンションなどが建設されているが参道から台地上まで一体の寺町として景観をコント
ロールしていく必要がある． 

5.3.2タイプ２：「領域」の特性を正確に把握できていない例 

5.3.2.1要素の性質の違いが捉えられていない例 

文京区景観計画においては，幹線道路に対して一律の基準が定められている．それぞれの
道路は「領域」との関係をふまえることで，その形成過程とそれに応じた性質の違いが明確
になり，それぞれに対して景観誘導のアプローチを変える必要があると考えられる． 

寺社地への参道であった音羽通りや旧白山通りはそれぞれ護国寺や白山神社をアイストッ
プとするように街路が形成されているため，寺社からの見え方，あるいは寺社へ抜ける景観
を意識しながら景観を形成することが考えられる．しかし，音羽通りなどでは交通量が多い
ため，一般的な幹線道との区別されにくくなっている 

明治期に市街地が拡大していくなかで形成され，低層の「領域」の中の谷筋を通る千川通
りや尾根筋を通る目白通りなどは，並木道となっている．このような街路は周辺に斜面緑地
があることからもそのような豊富な緑量を活かし，歩行環境を重視して景観形成をすべきと
考えられる． 

また江戸期に市街化していた範囲内で明治以降に形成された幹線道路である放射 25号や
白山通り，春日通りの一部はかつて一体となっていた「領域」を分断するように通っており
（5.4.1.2），道路の両側で同じような景観特性が広がっていることを意識した景観形成をす
べきである． 

 

  

図 5-10 道路の区別 

（文京区幹線道路基準に筆者加筆） 

図 5-11 音羽通りと目白通り 
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5.3.2.2 区画整理範囲内外の区別がなされていない例 

荒川区<日暮里>と<荒川> 

同様に，明治後期から昭和初期にかけて市街化した<日暮里>は戦災や震災復興区画整理が
行われており整った基盤が整備されているのに対し，さらに郊外に位置する<荒川>は有機的
な街路が形成されていることが分かる．現状の景観計画では用途地域をもとに「区域区分」
を行っており，両者とも大部分が準工業地域にあるため，区別されていない． 

5.3.3タイプ３：行政界等によって「領域」が分断されている例 

「領域」は現在の区境をまたいで存在することがあるが，区ごとに別の考え方で景観計画
区域設定がされているために，景観形成上の課題が生じている場所が存在する． 

 

5.3.3.1 江戸時代の市街地由来の「領域」の分断 
新宿区-文京区<水道・五軒町>  

 

 
図 5-14 行政界と<水道・五軒町> 

 

<水道・五軒町>は文京区と台東区にまたがるように広がる領域で江戸時代の町人地・武家
地由来の街路が残り，現在は印刷業を中心として中小の印刷・製本工場の点在する景観が形
成されている． 

しかし，文京区側は特に規制はないうえ，新宿区側は出張所の管轄単位を分割する様にし
て景観形成を図っているために図のように，領域が異なる基準によって分断されてしまって
いる・ 

  

図 5-12 農道の線形を残す道路
（左）グリッド状の道路（右） 

 

図 5-13 基盤整備状況の違い 
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5.3.3.2同時期にスプロールして形成された「領域」の分断 

文京区-豊島区区境<護国寺周辺>  

 
図 5-15 <護国寺周辺>の木造密集地 

 

<護国寺周辺>は文京区から豊島区にまたがって広がる「領域」である．豊島区側は区域と
して指定されているものの，文京区側は指定されていない． 

明治から昭和初期にかけて，農地が宅地化し，基盤整備がされぬまま現在に至るため．木
造密集市街地が区境にまたがって形成されており，景観のみならず防災の面でも一体的に改
善していく必要があると考えられる． 

5.4 小括 

本章では，まず景観計画における「区域区分」と「領域」の「差異」を把握した．「差異
」は ➀「領域」とその性質が認識/明示されていない②「領域」の空間的な範囲は示されて
いるが，その特性が正確に把握されていない/他の類似した「領域」と区別されていない③
一体として捉えるべき「領域」や「領域」間の関係性が行政界や地域地区などの線によって
区分されている，という三種類に整理できた． 

これまでに建築訴訟等によって顕在化した問題を「領域」との関係から記述するととも
に，現行の景観計画における「区域区分」でも対応できていない例を「差異」との関係から
整理した．さらに「差異」の部分における潜在的な問題を指摘し，顕在化した問題・潜在的
な問題を指摘することを通じて対象地内の景観計画の課題を指摘した． 

一方で，5.2.4で上げた例のようにシーン景観のように目に見える景観資源は「領域」と
いう考え方だけでは把握しきれない景観問題であり，「領域」の抽出に加えて，各場所のシ
ーン・眺望景観を調査して規制に反映する必要があるといえる． 

 次章では，これまでの章で得られた知見を整理するとともに，総括として東京都区部の景
観計画を再考する 

表 5-1 景観問題の整理 
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6.1各章の成果 

以下に各章の成果を述べる． 

 

第 1章では，研究の背景・問題意識を述べたうえで，目的の設定，既往研究に対する位置
づけを行うとともに研究に関連する用語の定義を行った． 

 

第 2章では，上位計画の東京都景観計画の役割を述べたうえで，「区域区分」の手法から
景観計画を五つに類型化した．その中で景観の特性をふまえて設定されていると考えられ
る景観要素型と景観ゾーン型に関してその「区域区分」の手法の詳細を整理し，それぞれ
文京区と台東区に対しての運用の実態に関するヒアリングから，景観を要素に分解した記
述のために，地域ごとの景観に応じた指導は行えていないことが分かる．  

 

第 3章では，景観法制定以前の計画・ガイドラインにおける「区域区分」手法の詳細を分
析するとともに，景観法制定がどのように各自治体の景観計画に影響を与えたのかを「区
域区分」の手法の変化という観点から整理した．景観法は，自治体の景観施策に法的な根
拠を与えたものとして評価されてきたが，景観法以前には地域の景観特性に応じた「区域
区分」を行っていた区が用途地域制を利用したものへと移行した例があるように，必ずし
も景観法の理念に示されている「地域固有の特性」をふまえた景観形成へと自治体を誘導
できたわけではないということが分かった． 

 

第４章では，これまでの東京の「領域」に関する言説や第２，３章でみた既往の計画の手
法をふまえつつ，景観法の理念に基づいた「領域」を抽出する手法を構築した．その手法
を実際に文京区・台東区を中心とする地域に適用し，70の「領域」を抽出したうえで，
「領域」は地形との応答の種類から 5種類に，さらに形成された過程から 17種類に分け，
類型別の景観の特性を整理した． 

 

第５章では，まず，「区域区分」と「領域」を比較することで ➀「領域」が認識/明示さ
れていない②区別すべき「領域」が区別されていない/その特性が正確に把握されていない
③一体として捉えるべき「領域」や「領域」間の関係が行政界や地域地区などの線によっ
て分断されている，という三種類の差異が各景観計画内に存在することが分かった． 

そのうえで，対象地内で近年発生した景観問題を「領域」の観点から整理し，「区域区
分」がその問題に対応していない例を上げた．さらに，「差異」の部分に潜在的な景観問
題を指摘することを通じて，対象地の景観計画の課題を指摘した． 

一方で，既存の問題の中には広域眺望景観のような「領域」を捉えるだけでは対処しきれ
ない景観の問題も存在しており，それについては別箇基準を設定する必要があると指摘し
た． 
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6.2総括―東京都区部における景観計画の再考

以下では，本研究の総括として東京都景観計画の再考を行う．

6.2.1 景観要素型の計画（山の手）の再考

文京区では，景観法以前に制定されていた景観基本計画においては地形をふまえて「区
域区分」を行っていたためある程度「領域」を捉えられていたが，現行の景観計画におい
て要素ごとの範囲へと変化したため，分かりやすい景観要素が残っていない場所における
「領域」をふまえていないことによる問題が発生していることが分かった．
同じ景観要素型で山の手に位置する港区では都市開発が盛んにおこなわれているが，文

京区同様，地域ごとに近世以降の歴史的市街化形成過程に違いがあり，自然地形も豊富で
あるため，「領域」を本研究と同様の手法で抽出できる．文京区同様，「領域」をふまえ
景観問題を防止し，景観誘導につなげていく必要があると考えられる．

6.2.2景観要素型の計画（郊外区）の再考

江戸川区は，景観地区を地区計画と連動させながら全国で初めて設定するなど積極的な
景観施策を行っている一方で，それ以外の景観計画区域全般では「うまく窓口指導ができ
ていない」86という課題をかかえている．郊外区である江戸川区は，北区や世田谷区が景
観法以前に策定していた計画のように，地形に加えて神社公民館等の公共施設を中心とす
る生活圏を単位とする「領域」の抽出(3.1.4)を行い，「区域区分」する必要があると考え
られる．

6.2.2 景観ゾーン型の計画（山の手）の再考

新宿区景観形成ガイドラインは各地の歴史や地形をふまえて「区域区分」の設定を行っ
ているため抽出した「領域」と一致する部分が多かった．しかし，出張所管轄単位の行政
区を分割するという方法で分けているために，行政区の境界による影響を受けて，本来一
体となるべき「領域」の分断が見受けられた．境界線付近の場所では出張所間での連携が
図れるような仕組みを作る必要があると考えられる．

6.2.3 景観ゾーン型の計画（下町）の再考

台東区・墨田区は「領域」と景観計画区域の範囲が概ね整合していた．しかし，江東
区も含め，下町の区は，地形に乏しく，区画整理事業の範囲が大きいため，今回の手法で
は，抽出される各「領域」の空間範囲が大きくなり，きめの細かい景観指導が難しくなる
可能性がある．

下町の区には水路や寺社，商店街など点在する個々の景観資源が多く残っていること
や，西浅草タワー建設の事例では浅草寺内からの景観も争点の一つとなったことをふまえ
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ると，個々の景観資源の周辺に対して規制をかけていくことでキメの細かい景観指導を行
う必要があると考えられる． 

6.2.4 用途地域補強型の計画の再考 

 今回対象地に含まれていた豊島区・荒川区の両区とも用途地域による「区域区分」と
「領域」の差異があり，景観特性の異なる地域が画一的に扱われているために景観形成の
矛盾が生じていることが分かる．その他の用途地域補強型・用途地域要素併用型の区にお
いても同様の問題が生じていると考えられる． 

 例えば，世田谷区や目黒区などの郊外住宅区は豊かな地形を有し，耕地整理や私鉄によ
る駅周辺の一体的な開発など，本研究の対象地とはまた異なる市街化の過程をたどってい
る．その場所にあった「領域」の抽出手法を構築したうえで，「区域区分」を行う必要が
ある． 

6.2.5 上位計画の再考－東京都 

2．1で示したように，東京都景観計画は，上位計画として各区にまたがるようにして広
がる景観を保全・誘導するという位置づけがなされている．分かりやすい河川や丘陵・崖
線など分かりやすい景観資源を中心に設定されているが，区境にまたがるようにして広が
る「領域」に対応する区域設定が求められる． 

 

 

 

全国の景観計画の策定数が年々増加していることは評価されるべきことである．しか
し，景観法の理念に謳われているようには景観の地域性を捉えられていない景観計画が量
産されているために，景観の改善に結び付いていないと考えられる．一見して分かりやす
い歴史的建築や自然など景観資源の無い都市であっても，市街地が形成されていく過程や
地形を読み解くことで，景観のまとまりを把握したうえで，景観の地域性を表現し，それ
らをふまえた開発行為やデザインへと誘導していくことが景観計画に求められる． 

本研究を通して，「領域」を捉えることで，既存の景観計画で見えていない景観の特性
を把握し，景観問題を整理することができた．「領域」という考え方を景観計画に導入す
ることは，問題が発生してから規制を追加するというように後手に回りがちな景観政策か
ら脱却し，景観問題を予測しさらにその地域らしい景観を誘導するような計画策定へつな
がると考えられる． 

  

86 志村秀明（2017）「江戸川区―景観地区の積極的な指定と景観地区・地区計画の連携―」建築学会編『景観計画の実
践』pp.82-83. 
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資料・あとがき 
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１.用途地域を援用する「区域区分」手法 
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2.東京都区部の景観計画関連年表 

 

  



資料・あとがき 

96 

図表一覧 

表 1-1 類似制度との比較 .................................................................................. 11 
表 1-2 各区の「区域区分」 ................................................................................ 13 
表 2-1 区域区分の特性 ..................................................................................... 21 
表 2-2 「区域区分」の方法の種類 ..................................................................... 22 
表 2-3 各類型の概要と目的 ............................................................................... 24 
表 2-4 景観ゾーン型と景観要素型のまとめ ........................................................ 34 
表 3-1 区ごとの景観法の活用方法 ....................................................................... 46 
表 4-1 景観のタイプと既存の概念 ..................................................................... 51 
表 4-2 HLC10の原則（宮脇(2012)をもとに筆者作成） ........................................ 52 
表 4-3 領域一覧 ............................................................................................... 63 
表 5-1 景観問題の整理 ..................................................................................... 87 

 

図 1-1 景観紛争の現場 ...................................................................................... 8 
図 1-2 「景観計画に定める事項」（国土交通省（2018） より引用） ................... 9 
図 1-3 研究の構成 ............................................................................................. 14 
図 2-1 「景観基本軸」と「景観形成特別地区」 ................................................. 20 
図 2-2 景観計画「区域区分」による類型 ........................................................... 23 
図 2-3 文京区景観形成基準 ................................................................................ 25 
図 2-4 港区景観計画区域 .................................................................................. 26 
図 2-5 江戸川区景観計画区域 ........................................................................... 27 
図 2-6 重点地区 エリア区分図 ........................................................................ 29 
図 2-7 台東区景観計画区域 ............................................................................... 30 
図 2-8 墨田区景観計画区域 ............................................................................... 31 
図 2-9 江東区景観計画区域 ............................................................................... 32 
図 3-1 景観法以前「区域区分」の手法 ................................................................ 38 
図 3-2 江戸期土地利用と界隈 ........................................................................... 39 
図 3-3 千代田区の市街地の過程と「千代田区都市景観形成方針」における界隈の対

応 ............................................................................................................... 40 
図 3-4 江戸期土地利用と界隈 ........................................................................... 40 
図 3-5 中央区の市街地の過程と「中央区の風景づくり」における界隈 ................. 41 
図 3-6 文京区・港区 界隈と地形 ..................................................................... 41 
図 3-7 「新宿区景観基本計画」と「台東区景観基本計画」より引用 .................... 42 
図 3-8 「すみだ風景づくり」より引用 .............................................................. 43 
図 3-9 「北区都市景観づくり基本計画」より引用 .............................................. 43 
図 3-10 「５地域の個性化のためのデザインガイド」より引用 ............................ 44 
図 3-11 景観法制定前後の区域区分の変化 .......................................................... 45 

https://d.docs.live.net/ecc3f0c1a8df0572/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/0107.docx#_Toc30383685
https://d.docs.live.net/ecc3f0c1a8df0572/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/0107.docx#_Toc30383690
https://d.docs.live.net/ecc3f0c1a8df0572/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/0107.docx#_Toc30383693
https://d.docs.live.net/ecc3f0c1a8df0572/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/0107.docx#_Toc30383694
https://d.docs.live.net/ecc3f0c1a8df0572/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/0107.docx#_Toc30383695
https://d.docs.live.net/ecc3f0c1a8df0572/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/0107.docx#_Toc30383623
https://d.docs.live.net/ecc3f0c1a8df0572/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/0107.docx#_Toc30383625
https://d.docs.live.net/ecc3f0c1a8df0572/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/0107.docx#_Toc30383626
https://d.docs.live.net/ecc3f0c1a8df0572/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/0107.docx#_Toc30383627
https://d.docs.live.net/ecc3f0c1a8df0572/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/0107.docx#_Toc30383628
https://d.docs.live.net/ecc3f0c1a8df0572/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/0107.docx#_Toc30383629
https://d.docs.live.net/ecc3f0c1a8df0572/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/0107.docx#_Toc30383630
https://d.docs.live.net/ecc3f0c1a8df0572/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/0107.docx#_Toc30383631
https://d.docs.live.net/ecc3f0c1a8df0572/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/0107.docx#_Toc30383632
https://d.docs.live.net/ecc3f0c1a8df0572/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/0107.docx#_Toc30383633
https://d.docs.live.net/ecc3f0c1a8df0572/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/0107.docx#_Toc30383634
https://d.docs.live.net/ecc3f0c1a8df0572/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/0107.docx#_Toc30383640
https://d.docs.live.net/ecc3f0c1a8df0572/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/0107.docx#_Toc30383642
https://d.docs.live.net/ecc3f0c1a8df0572/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/0107.docx#_Toc30383643
https://d.docs.live.net/ecc3f0c1a8df0572/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/0107.docx#_Toc30383644
https://d.docs.live.net/ecc3f0c1a8df0572/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/0107.docx#_Toc30383645


資料・あとがき 

97 

図 4-1 地形のまとまり ..................................................................................... 54 
図 4-2 江戸時代の土地利用 ................................................................................ 55 
図 4-3 江戸末期から明治初期にかけての土地利用変化 ........................................ 56 
図 4-4 明治初期から明治後期にかけての土地利用変化 ......................................... 56 
図 4-5 明治後期から震災後にかけての土地利用の変化 ........................................ 57 
図 4-6 街路形成時期 ........................................................................................ 59 
図 4-7 対象地内の土地利用の分化 ..................................................................... 60 
図 4-8 市街地形成単位 ..................................................................................... 61 
図 4-9 境界線抽出のフロー ............................................................................... 62 
図 4-10 地形と領域➀ ....................................................................................... 64 
図 4-11 市街地形成過程と領域➀ ....................................................................... 64 
図 4-12 台地上領域の分類 ................................................................................ 65 
図 4-13 地形と領域② ....................................................................................... 66 
図 4-14 市街地形成過程と領域② ....................................................................... 66 
図 4-15 斜面地領域の分類 ................................................................................ 67 
図 4-16 地形と領域③ ....................................................................................... 68 
図 4-17 市街地形成過程と領域③ ....................................................................... 68 
図 4-18 低地領域の分類.................................................................................... 69 
図 4-19 地形と領域④ ....................................................................................... 70 
図 4-20 市街地形成過程と領域④ ....................................................................... 70 
図 4-21 谷地領域の分類.................................................................................... 71 
図 4-22 地形と領域⑤ ....................................................................................... 72 
図 4-23 市街地形成過程と領域⑤ ....................................................................... 72 
図 4-24 台地-低地領域の分類 ........................................................................... 73 
図 5-1 「領域」の差異と景観問題 ..................................................................... 79 
図 5-2 湯島-順天堂大学.................................................................................... 80 
図 5-3 （左から）低層住宅地基準 ミニ開発の現場 ........................................... 80 
図 5-4 斜面緑地とマンション開発 ..................................................................... 81 
図 5-5 西浅草タワーと台東区景観計画「中部地域」 ........................................... 82 
図 5-6  区境による領域の分断の様子と千駄木の商店街から見たビル ................... 82 
図 5-7 日暮里富士見坂（左は 1994年 右は 2013年）  ...................................... 83 
図 5-8 路地とマンション .................................................................................. 84 
図 5-9 伝通院の領域と分断する春日通り ........................................................... 84 
図 5-10 道路の区別 ............................................................................................ 85 
図 5-11 音羽通りと目白通り ............................................................................. 85 
図 5-12 農道の線形を残す道路（左）グリッド状の道路（右） ............................ 86 
図 5-13 基盤整備状況の違い ............................................................................. 86 

https://d.docs.live.net/ecc3f0c1a8df0572/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/0107.docx#_Toc30383646
https://d.docs.live.net/ecc3f0c1a8df0572/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/0107.docx#_Toc30383651
https://d.docs.live.net/ecc3f0c1a8df0572/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/0107.docx#_Toc30383653
https://d.docs.live.net/ecc3f0c1a8df0572/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/0107.docx#_Toc30383672
https://d.docs.live.net/ecc3f0c1a8df0572/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/0107.docx#_Toc30383678
https://d.docs.live.net/ecc3f0c1a8df0572/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/0107.docx#_Toc30383679
https://d.docs.live.net/ecc3f0c1a8df0572/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/0107.docx#_Toc30383680
https://d.docs.live.net/ecc3f0c1a8df0572/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/0107.docx#_Toc30383681
https://d.docs.live.net/ecc3f0c1a8df0572/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/0107.docx#_Toc30383682


資料・あとがき 

98 

図 5-14 行政界と<水道・五軒町>....................................................................... 86 
図 5-15 <護国寺周辺>の木造密集地 ................................................................... 87 

 

<あとがきと謝辞> 

 

「領域」は学部生の頃から私が都市を見る一つの切り口であったこともあり，修士研究は
楽しく進めることが出来ました．都市計画を学んでから 4年間の総括として良いテーマを
選べたと考えています． 

 

指導教官の出口敦先生には，学部四年生の時から３年間にわたり，ご指導賜りました．修
士 2年次には，隔週で，頭の中を整理しきれていないレジメをもってくる私にも丁寧に相
談にのってくださったおかげで，修士論文を完成させることが出来ました．感謝申し上げ
ます．先生から学んだことを反芻しながら，今後も都市デザイナーとしての研鑽を積んで
いきたいと思います． 

 

副指導教官の清水亮先生にも，たびたび熱心に研究の相談に乗っていただき，非常に興味
深いお話を伺いました．感謝申し上げます． 

 

研究室の学生メンバーとは一緒に楽しく院生活を過ごせました，卒業後もどうぞよろしく
お願いします．また，M1の岡田君には研究の作業を手伝ってもらったおかげで，論文の
完成度を上げることができたと思います．ありがとうございました． 

 

最後に，進学・研究生活をサポートしてくれた家族に感謝します．  



資料・あとがき 

99 

 

 


	最終６
	第1章. 序論
	1.1研究の背景
	1.1.1景観計画と景観問題
	1.1.2景観計画とその構成
	1.1.3景観法とその理念
	1.1.4歴史的経緯と類似制度との比較からみる景観計画の特徴
	1.1.5景観計画の意義と問題意識
	1.1.6部分発想の都市　東京

	1.2研究の目的
	1.3　研究に関わる各種定義
	1.3.1「区域区分」
	1.3.2「領域」

	1.4各章の構成と研究方法
	1.5既往研究の整理と研究の位置づけ
	1.5.1既往研究の整理
	1.5.2研究の位置づけと研究の意義


	第2章. 東京都区部の景観計画の類型
	2.1東京都景観計画の概要と各区景観計画との関係
	2.2各「区域区分」の特性と方法
	2.2.1「区域区分」の景観特性による分類
	2.2.2「区域区分」の方法による分類

	2.3　「区域区分」の方法による類型
	2.4景観要素型景観計画の詳細・策定背景・運用実態
	2.4.1　各区の「区域区分」の議論と概要
	2.4.1.1　文京区景観計画37F37F
	2.4.1.2港区景観計画41F41F
	2.4.1.3江戸川区景観計画42F42F

	2.4.2景観要素型景観計画における「区域区分」方法の整理
	2.4.3景観要素型景観計画の運用実態

	2.5景観ゾーン型景観計画の詳細・策定背景・運用実態
	2.5.1各区の「区域区分」の議論と概要
	2.5.1.1新宿区景観計画・景観形成ガイドライン47F47F
	2.5.1.2台東区景観計画51F51F
	2.5.1.3墨田区景観基本計画・景観計画53F53F
	2.5.1.4江東区景観計画56F56F

	2.5.2景観ゾーン型景観計画における「区域区分」方法の整理
	2.5.3景観ゾーン型景観計画の運用実態

	2.6小括

	第3章. 景観法前後の「区域区分」の変化
	3.1景観法以前に制定された景観関連の計画・ガイドラインの「区域区分」
	3.1.1　明治以降の土地利用の分化による「区域区分」
	3.1.2　地形と江戸期の土地利用による「区域区分」
	3.1.3　江戸期の土地利用による「区域区分」
	3.1.4　地形と公共施設に基づいた「区域区分」

	3.2景観法制定に伴う「区域区分」手法の変化
	3.3小括

	第4章. 「領域」の抽出手法の構築と適用
	4.1景観の種類と「領域」
	4.2「領域」の抽出手法の定式化
	4.2.1地形のまとまりの抽出手法―地上開度と土地条件図による類型
	4.2.2歴史・生活・経済分野のまとまりの抽出手法―歴史的景観特性把握（HLC）

	4.3対象地の分析
	4.3.1対象地の概要
	4.3.2対象地の自然地形
	4.3.3対象地の市街化の過程
	4.3.3.1市街化の過程
	4.3.3.2街路網・都市基盤の整備過程


	4.4「領域」の抽出と類型
	4.5小括

	第5章. 「区域区分」と「領域」の「差異」 から捉える景観問題
	5.1「区域区分」と「領域」の「差異」
	5.2対象地内で過去に顕在化した景観問題
	5.2.1タイプ１：「領域」が認識・明示されていない例
	5.2.1.1斜面地高層建築と台地上低層住宅間の問題（<湯島>―<東京医科歯科・順天堂大学>間）(2012-)

	5.2.2タイプ２：「領域」の特性を正確に把握できていない例
	5.2.2.1台地上大規模邸宅地のミニ開発〈西片〉〈大和郷〉3F3F
	5.2.2.2斜面緑地におけるマンション開発<目白・関口台緑地>（2008-）
	5.2.2.3下町低地におけるタワー建設<浅草寺町>

	5.2.3タイプ３：行政界等によって「領域」が分断されている例
	5.2.3.1 谷地におけるビル建設<谷中・田端>(2008-2012)

	5.2.4「領域」で捉えられない景観問題
	広域の眺望景観　<日暮里>富士見坂(2012)


	5.3潜在的な景観問題の指摘
	5.3.1タイプ１：「領域」が認識・明示されていない例
	5.3.1.1江戸期以来の町割りが認識されていない例　<水道・五軒町>　(文京区)
	5.3.1.2寺社地の範囲が認識されていない例<伝通院>　（文京区）

	5.3.2タイプ２：「領域」の特性を正確に把握できていない例
	5.3.2.1要素の性質の違いが捉えられていない例
	5.3.2.2　区画整理範囲内外の区別がなされていない例

	5.3.3タイプ３：行政界等によって「領域」が分断されている例
	5.3.3.1江戸時代の市街地由来の「領域」の分断
	5.3.3.2同時期にスプロールして形成された「領域」の分断


	5.4　小括

	第6章. 結論
	6.1各章の成果
	6.2総括―東京都区部における景観計画の再考
	6.2.1　景観要素型の計画（山の手）の再考
	6.2.2景観要素型の計画（郊外区）の再考
	6.2.2　景観ゾーン型の計画（山の手）の再考
	6.2.3　景観ゾーン型の計画（下町）の再考
	6.2.4　用途地域補強型の計画の再考
	6.2.5　上位計画の再考－東京都


	資料・あとがき

	領域図全体最後

